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１ 久留米市水道条例 

昭和35年4月1日 

久留米市条例第13号 

久留米市水道使用条例(昭和 29 年久留米市条例第 18 号)の全部を改正する。 

第 1 章 総則 

(条例の目的) 

第1条 この条例は、市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件

並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。 

(昭41条例54・昭43条例45・昭57条例12・一部改正) 

(給水区域) 

第2条 給水区域は、久留米市水道事業及びガス事業の設置等に関する条例(昭和44年久留米市条例第15

号)第4条第2項に定めるとおりとする。 

2 管理者は公益上必要があると認めたときは、市外に分水することができる。 

(昭40条例16・昭41条例43・昭44条例15・平16条例127・平 21条例 15・一部改正) 

(用語の定義) 

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 給   水  装  置      給水のため施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに

直結する給水用具をいう。 

(2) 口         径     市の水道メーターに取り付けられた給水管の口径 

(3) 消火栓演習用       消防演習に使用するものをいう。 

(4) 定    例    日    料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。 

(5) 消費税等相当額      消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法

に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に

基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額

を加えた金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てるものとする。 

(昭35条例54・昭38条例22・昭39条例30・昭41条例54・昭43条例45・昭44条例10・昭44条例15・

昭48条例10・昭57条例12・平9条例11・一部改正) 

(給水装置の種類) 

第4条 給水装置は次の3種類とする。 

(1) 専用給水装置  1世帯又は1事業所が専用するもの。 

(2) 共用給水装置  管理者が特に認めた2世帯以上が共同で使用するもの。 

(3) 私設消火栓    消防の用に使用するもの。 

2 前項第1号の専用給水装置は、特別の場合に限り、2世帯以上連合して使用することができる。この

場合はこれを連合専用給水装置という。 

(昭38条例22・昭44条例15・昭57条例12・一部改正) 

第 2 章 給水装置の工事及び費用 

 (給水装置の工事の種類) 

第4条の2 給水装置の工事は、次の4種類とする。 

 資-1



(1) 新設工事  新たに給水装置を設置する工事(他の給水装置から支分し、又は連合専用給水装置

を専用給水装置に変更する場合を含む。)をいう。 

(2) 改造工事  給水管の増径、管種変更、給水栓の増設など、給水装置の原形を変える工事をいう。 

(3) 修繕工事  給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓等の部分的な破損箇所を修理する工事

(給水装置の軽微な変更(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条の給水装

置の軽微な変更をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。 

(4) 撤去工事  配水管又は他の給水装置の分岐部から給水装置を取り外す工事をいう。 

(平9条例25・全改) 

(給水装置工事の申込み等) 

第5条 給水装置を新設し、改造し、又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あら

かじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。 

2 給水装置を修繕しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なけ

ればならない。ただし、給水装置の軽微な変更については、この限りでない。 

3 管理者は、第1項の申込みについて必要があると認めるときは、利害関係人の同意書その他必要な書

類の提出を求めることができる。 

(平9条例25・全改) 

(工事の費用の負担区分等) 

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、次

項に定める施設の修繕に要する費用は、管理者の負担とする。 

2 前項の新設又は改造に係る給水装置のうち主止水栓(配水管から分岐した 初の止水栓)までの施設

は、市において維持管理するため、無償譲渡を受けるものとする。 

(平9条例25・全改) 

(工事の施行) 

第7条 給水装置の工事は、管理者又は管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第

16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。 

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者

の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受けなければならない。 

3 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を完成したときは、直ちに管理者の工事検査を受けなけ

ればならない。 

(平9条例25・全改、平14条例36・一部改正) 

(給水管及び給水用具の指定) 

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速か

つ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間

の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができ

る。 

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から

水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。 

(平9条例25・追加) 

(工事の費用の算出方法) 
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第9条 管理者が施行する給水装置の工事(第4条の2に規定する工事をいう。以下同じ。)の費用の額は、

次の各号に掲げる費用の合計額とする。 

(1) 材料費 

(2) 運搬費 

(3) 労力費 

(4) 道路復旧費 

(5) 事務費 

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。 

3 前2項に規定する工事の費用の算出に関して必要な事項は、規程で定める。 

(昭35条例54・昭44条例10・昭44条例15・昭48条例10・昭54条例15・一部改正、平9条例25・旧

第8条繰下) 

(給水装置の変更等の工事及び資材の所有区分) 

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える必要が生じたと

きは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。 

2 前項の工事により不用となつた部分の資材は、市の所有とする。 

(昭38条例22・昭44条例15・昭57条例12・一部改正) 

    第 3 章 給水 

(給水の原則) 

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条

例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。 

2 管理者は給水の制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、これを予告する。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 

3 第1項の規定による給水の制限又は停止によつて使用者に損害を生ずることがあつても、市はその責

を負わない。 

(昭44条例15・昭57条例12・一部改正) 

(給水契約の申込) 

第12条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。 

(昭44条例15・平9条例25・一部改正) 

(給水装置の所有者の代理人) 

第13条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、

給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人

を選定し、管理者に届け出なければならない。 

(昭44条例15・昭57条例12・一部改正) 

(管理人の選定) 

第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管

理者に届け出なければならない。 

(1) 給水装置を共有する者 

(2) 給水装置を共用する者 

(3) その他管理者が必要と認めた者 
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2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。 

(昭44条例15・一部改正) 

(水道メーターの設置) 

第15条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者に

おいてその必要がないと認めたときは、この限りでない。 

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。 

(昭41条例54・昭43条例45・昭44条例15・一部改正) 

(メーターの貸与) 

第16条 メーターは管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水

道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。 

2 水道使用者等が、第20条の管理業務を怠つたために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損

害額を弁償しなければならない。 

(昭38条例22・昭44条例15・昭57条例12・一部改正) 

第17条 削除 

（44条例10) 

(水道の使用、変更等の届出) 

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出てその承認を受

けなければならない。 

(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。 

(2) メーターの口径を変更するとき。 

(3) 消防演習に使用するとき。 

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。 

(1) 水道使用者等に異動があつたとき。 

(2) 消防用として水道を使用したとき。 

(昭44条例15・昭48条例10・昭57条例12・一部改正) 

(私設消火栓の使用) 

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。 

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会を受けなければなら

ない。 

(昭44条例15・昭57条例12・一部改正) 

(水道使用者等の管理上の責任) 

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置(市

の所有する部分を除く。)を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。 

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とす

る。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを免除することができる。 

3 第1項の管理義務を怠つたため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。 

(昭38条例22・昭44条例15・昭57条例12・一部改正) 

(給水装置及び水質の検査) 

第21条 管理者は、給水装置の検査又は供給する水の水質検査について、水道使用者等から請求があつ
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たときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。 

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、請求者からその実費を徴収する。 

(昭44条例15・昭57条例12・一部改正) 

第 4 章 料金、加入金及び手数料 

 (料金の支払義務) 

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、第12条の規定により管理者の承認を受けたものが支払わ

なければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、管理者の承認を受けたもの以外のものが

支払うことができる。 

(昭48条例10・全改) 

(料金) 

第 23 条 料金は、別表第 1により算出した額とする。  

(平 19 条例 59・全改 ) 
(料金の算定) 

第24条 管理者は、2月ごとの定例日にメーターの検針を行い、計量した使用水量を各月均等に使用し

たものとみなし料金を算定するものとする。 

2 管理者が必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があるときは、前項の定例日以外の日に

メーターの検針を行い、その計量した使用水量により料金を算定することができる。 

(昭41条例18・全改、昭41条例43・昭44条例15・昭48条例10・昭57条例12・一部改正) 

(使用水量の推定) 

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を推定し料金を算定するものとす

る。 

(1) メーターに異常があつたとき。 

(2) その他使用水量が不明のとき。 

2 前項の場合において、管理者は、当該使用水量が判明したときは、料金の精算を行うものとする。 

(昭48条例10・全改、昭57条例12・一部改正) 

(特別な場合における料金の算定) 

第26条 水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合の料金は、使用した日数に応じ、別

表第4に定める日割計算の方法により算定する。 

2 月の中途においてメーターの口径を変更した場合の料金は、使用日数の多い方のメーターの口径の

料率を適用して算定する。ただし、使用日数が同じ場合の料金は、変更後のメーターの口径の料率に

より算定する。 

3 共用給水装置及び連合専用給水装置について、管理者が必要があると認めたときは、各世帯及び各

事業所ごとに管理者が別に定める基準により使用水量を認定し料金を算定することができる。 

(昭48条例10・全改、昭57条例12・平14条例13・平16条例128・一部改正) 

第27条 削除 

(昭48条例10) 

(料金の徴収) 

第28条 料金は、2月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、毎月又は随時にこれを

徴収することができる。 
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(昭41条例18・全改、昭44条例15・昭57条例12・平8条例2・一部改正) 

（加入金） 

第 29 条 給水装置の工事を申し込む者は、当該工事後のメーターの別表第 3左欄に掲げ

る口径の区分に応じ、同表右欄に定める基準額に基づき算出した加入金の額を納付し

なければならない。ただし、当該工事に係る給水装置について当該工事前に既にメー

ターが設置されているときは、当該工事前のメーターの別表第 3左欄に掲げる口径の

区分に応じ、同表右欄に定める基準額に基づき算出した加入金の額を前段の加入金の

額から差し引いた額を当該工事の申込みを行う者が納付する加入金の額とする。  

2 既納の加入金は還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限り

ではない。  
(平 19 条例 59・全改 ) 

(手数料) 

第30条 給水装置の工事に係る手数料その他の手数料として、別表第5に定める額を徴収する。ただし、

給水装置の工事のうち廃止及び修繕工事を除く。 

2 特別の検査を必要とするときは、手数料としてその実費を徴収する。 

3 前2項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。 

(昭40条例16・昭41条例18・昭44条例15・昭48条例10・昭54条例15・平14条例13・平16条例128・

平19条例59・一部改正) 

(料金等の減免) 

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければ

ならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。 

(昭41条例18・昭44条例15・昭48条例10・平19条例59・一部改正) 

第 5 章 管理 

(検査及び費用負担) 

第32条 管理者は管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、これに応

じないときは、自らこれをすることができる。 

2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。 

(昭44条例15・昭57条例12・一部改正) 

(給水装置の基準違反に対する措置) 

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第

336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約

の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停

止することができる。 

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に

係るものでないときは、その者の給水装置の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止すること

ができる。ただし、給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に

適合していることを確認したときは、この限りでない。 

(平9条例25・全改、平14条例36・一部改正) 

(給水の停止) 
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第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、

給水を停止することができる。 

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、第29条の加入金又は

第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。 

(2) 水道の使用者が、正当の理由がなく、第24条のメーターの検針又は第32条の検査を拒み又は妨

げたとき。 

(3) 水質を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても

なおこれを改めないとき。 

(昭38条例22・昭41条例18・昭44条例15・昭48条例10・昭57条例12・平9条例25・一部改正) 

(給水装置の切り離し) 

第35条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装

置を切り離すことができる。 

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。 

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用する見込みがないと認めたとき。 

(昭38条例22・昭44条例15・一部改正) 

第 6 章 貯水槽水道 (平 14 条例 36・追加) 

(貯水槽水道に関する管理者の責務) 

第35条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管

理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことが

できるものとする。 

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。 

(平14条例36・追加) 

(貯水槽水道の設置者の責務) 

第35条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において

同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に

関する検査を受けなければならない。 

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下、小規模貯水槽水道という。)の設置者は、別に

定めるところにより、当該小規模貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう

努めなければならない。 

3 貯水槽水道の設置者は、前2項に定める貯水槽水道の管理等の状況を、管理者に対して1年以内ごと

に1回、報告を行うよう努めなければならない。 

(平14条例36・追加) 

第 7 章 罰則 (平 14 条例 36・追加) 

(過料) 

第36条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。 

(1) 第5条の規定に違反して、給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去した者 

(2) 正当の理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第24条のメーターの検針、第32条の検査

又は第34条の給水の停止を拒み又は妨げた者 

(3) 第20条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠つた者 
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(4) 詐欺その他不正の行為により第23条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとした者 

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例に違反した者 

(昭41条例18・昭48条例10・昭57条例12・平9条例25・平19条例59・一部改正) 

(料金を免れた者に対する過料) 

第37条 市長は、詐欺その他不正の行為によつて第23条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に

対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5

万円とする。)以下の過料を科することができる。 

(昭41条例18・昭48条例10・昭57条例12・平12条例7・一部改正) 

第 8 章 補則 (平 14 条例 36・旧第 6 章繰下) 

(規則への委任) 

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。 

(昭35条例54・追加、昭44条例10・旧第43条繰上・一部改正、昭54条例15・旧第42条繰上) 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(処分等の経過措置) 

2 この条例の施行の際改正前の久留米市水道使用条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づ

いてした許可、承認その他の処分で現に効力を有するものは、この条例の相当規定に基づいてした処

分とみなす。 

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づいてされている請求、申込、届出その他の行為

は、この条例の規定に基づいてされた行為とみなす。 

4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づいて申込まれている給水装置の工事又は施行さ

れている給水装置の工事について徴収する設計手数料又は材料検査手数料については、なお、従前の

例による。 

(合併に伴う特例) 

5 平成17年2月5日から平成21年3月31日までの間、合併前の城島町又は三潴町の区域において給水装置

の新設又は口径の増変更を申し込む者は、次の区分による口径別加入金(消費税等相当額を含む。)を

納付しなければならない。この場合において、口径の増変更の際の口径別加入金の額は、新口径に応

ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額との差額とする。 

合併前の城島町の区域 

メーター口径 加入金 

13ミリメートル 31,500円

20ミリメートル 73,500円

25ミリメートル 115,500円

30ミリメートル 168,000円

40ミリメートル 294,000円

50ミリメートル 472,500円

75ミリメートル 1,050,000円
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合併前の三潴町の区域 

メーター口径 加入金 

13ミリメートル 41,200円

20ミリメートル 61,800円

25ミリメートル 92,700円

30ミリメートル 144,200円

40ミリメートル 257,500円

50ミリメートル 401,700円

75ミリメートル 906,400円

100ミリメートル 管理者が別に定める。 

 

(平16条例128・追加) 

6 平成17年2月5日(以下「合併の日」という。)前に城島町水道事業給水条例(昭和48年城島町条例第4

号。以下「城島町条例」という。)又は三潴町水道事業給水条例(昭和50年三潴町条例第16号。以下「三

潴町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規

定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

(平16条例128・追加) 

7 合併前の城島町又は三潴町の区域における使用に係る料金については、合併の日以後の使用に係る

料金からこの条例を適用し、合併の日前の使用に係る料金については、それぞれ城島町条例又は三潴

町条例の例による。この場合において、料金の算定の基礎となる使用期間が合併の日をまたがるもの

については、その使用期間のすべてについてこの条例を適用して算定するものとする。 

(平16条例128・追加) 

8 合併の日前に城島町条例又は三潴町条例の規定により申込みがなされた給水装置工事に係る手数料

その他の手数料については、それぞれ城島町条例又は三潴町条例の例による。 

(平16条例128・追加) 

9 合併の日前にした城島町条例又は三潴町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それ

ぞれ城島町条例又は三潴町条例の例による。 

(平16条例128・追加) 

附 則(昭和35年12月23日条例第54号) 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和36年1月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例は施行の際現に改正前の久留米市水道事業給水条例の規定に基づいて申し込まれている給

水装置の工事、または施行されている給水装置の工事について徴収する設計手数料または材料検査手

数料については、なお、従前の例による。 

附 則(昭和38年4月1日条例第22号) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条から第29条までの改正規定は、昭和38年8月1

日から施行する。 
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(経過措置) 

2 この条例による改正後の久留米市水道事業給水条例別表第2第1号の規定は昭和38年4月10日以後の

検針に係る使用水量分から適用する。 

3 この条例の施行の際現に改正前の久留米市水道事業給水条例の規定に基づいて申込まれている給水

装置の工事または施行されている給水装置の工事について徴収する工事費および手数料については、

なお従前の例による。 

附 則(昭和39年4月1日条例第30号) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(昭和39年3月分の超過料金に係る経過措置) 

2 昭和39年3月分の超過料金の徴収については、この条例第27条第1項に定める第1期分の基本料金とあ

わせて徴収するものとする。 

附 則(昭和39年12月22日条例第58号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和40年4月1日条例第16号附則第2項)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和40年6月1日条例第22号) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(超過料金にかかる経過措置) 

2 昭和40年6月19日以前の検針にかかる超過料金については、改正後の久留米市水道事業給水条例別表

第1第1号の規定にかかわらずなお従前の例による。 

3 この条例施行の際現に改正前の久留米市水道事業給水条例の規定に基づいて申込まれている給水装

置の工事または施行中の給水装置の工事について徴収する手数料についてはなお従前の例による。 

附 則(昭和41年4月1日条例第18号) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(手数料にかかる超過措置) 

2 この条例の施行の際、現に改正前の久留米市水道事業給水条例の規定に基づき施行中の給水装置の

工事または申し込まれている給水装置の工事について徴収する手数料については、なお従前の例によ

る。 

附 則(昭和41年12月27日条例第43号附則第4項)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。 

附 則(昭和41年12月27日条例第54号) 

改正 昭和43年10月2日条例第45号附則第3項 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和42年2月1日から施行する。 
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附 則(昭和43年10月2日条例第45号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和43年11月1日から施行する。 

(超過料金にかかる経過措置) 

2 昭和43年11月20日以前の検針にかかる簡易水道の超過料金については、改正後の久留米市水道条例

の規定にかかわらずなお従前の例による。 

附 則(昭和44年3月26日条例第10号) 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。 

(超過料金にかかる経過措置) 

2 昭和44年4月22日以前の検針にかかる超過料金については、改正後の久留米市水道条例(以下「新条

例」という。)第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

(手数料にかかる経過措置) 

3 この条例の施行の際現に改正前の久留米市水道条例の規定に基づいて申し込まれている給水装置の

工事または施行中の給水装置の工事にかかる手数料については、新条例別表の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

附 則(昭和44年3月26日条例第15号附則第4項)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。 

附 則(昭和48年4月1日条例第10号) 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 昭和48年4月1日以前の使用水量にかかる料金については、なお従前の例による。 

附 則(昭和50年10月3日条例第26号) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(料金改定に係る経過措置) 

2 この条例の施行日前の 後の検針日(水道の使用開始日を含む。以下本項において同じ。)の翌日か

らこの条例の施行日以後の 初の検針日(水道の使用中止又は廃止日を含む。以下本項において同

じ。)まで(以下「検針期間」という。)の使用に係る従量料金については、第24条第1項のみなし料金

算定規定にかかわらず、検針期間の使用水量を改正前の久留米市水道条例(以下「条例」という。)の

規定による料金で算定した金額に、この条例の施行日前の 後の検針日の翌日から施行日の前日まで

の期間を検針期間で除した数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量を改正後の条例による料金で算

定した金額に、施行日から施行日以後の 初の検針日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た

額を合算した金額とする。 

3 昭和50年10月分に係る基本料金については、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定

めるところにより算定する。 

(1) 10月分から施行日以後まで継続して水道の使用をしているとき、10月1日から施行日の前日まで
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に水道の使用を開始したとき及び施行日以後に水道の使用を中止又は廃止したとき 10月1日から

施行日の前日までに日数を31で除した数に改正前の条例による基本料金額を乗じて得た額と、施行

日から10月31日までの日数を31で除した数に改正後の条例による基本料金額を乗じて得た額を合

算した金額 

(2) 施行日以後に水道の使用を開始したとき 改正後の条例による基本料金全額 

(3) 10月1日から施行日の前日までに水道の使用を中止又は廃止したとき 改正前の条例による基

本料金全額 

(手数料改定に係る経過措置) 

4 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づいて申込まれ、又は施行されている別表第2に

掲げる工事等に係る手数料については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則(昭和53年3月30日条例第21号) 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。 

(従量料金に係る経過措置) 

2 この条例の施行日前の 後の検針日(水道の使用開始日を含む。以下同じ。)の翌日からこの条例の

施行日以後の 初の検針日(水道の使用中止又は廃止日を含む。以下同じ。)まで(以下「検針期間」

という。)の使用水量に係る従量料金については、第24条第1項のみなし料金算定規定にかかわらず、

検針期間の使用水量を改正前の久留米市水道条例(以下「条例」という。)の規定による料金で算定し

た金額に、この条例の施行日前の 後の検針日の翌日から施行日の前日までの期間を検針期間で除し

た数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量を改正後の条例による料金で算定した金額に、施行日か

ら施行日以後の 初の検針日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額を合算した金額とす

る。 

附 則(昭和54年4月1日条例第15号) 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現に改正前の久留米市水道条例(昭和35年久留米市条例第13号。以下「条例」と

いう。)第9条の規定に基づき予納された工事費については、なお従前の例による。 

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づいて申込若しくは施行又は申請がされている給

水装置の工事等に係る手数料については、なお従前の例による。 

附 則(昭和55年4月1日条例第11号) 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。 

(従量料金に係る経過措置) 

2 この条例の施行日前の 後の検針日(水道の使用開始日を含む。以下本項において同じ。)の翌日か

らこの条例の施行日以後の 初の検針日(水道の使用中止又は廃止日を含む。以下本項において同

じ。)まで(以下「検針期間」という。)の使用水量に係る従量料金については、第24条第1項のみなし

料金算定規定にかかわらず、検針期間の使用水量を改正前の久留米市水道条例(以下「条例」という。)

の規定による料金で算出した金額に、この条例の施行日前の 後の検針日の翌日から施行日の前日ま
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での期間を検針期間で除した数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量を改正後の条例による料金で

算出した金額に、施行日から施行日以後の 初の検針日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得

た額を合算した金額とする。 

附 則(昭和57年3月29日条例第12号) 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。 

(従量料金に係る経過措置) 

2 この条例の施行日前の 後の検針日(水道の使用開始日を含む。以下本項において同じ。)の翌日か

らこの条例の施行日以後の 初の検針日(水道の使用中止又は廃止日を含む。以下本項において同

じ。)まで(以下「検針期間」という。)の使用水量に係る従量料金については、第24条第1項のみなし

料金算定規定にかかわらず、検針期間の使用水量を改正前の久留米市水道条例(以下「条例」という。)

の規定による料金で算出した金額に、この条例の施行日前の 後の検針日の翌日から施行日の前日ま

での期間を検針期間で除した数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量を改正後の条例による料金で

算出した金額に、施行日から施行日以後の 初の検針日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得

た額を合算した金額とする。 

附 則(昭和60年3月30日条例第10号) 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。 

(従量料金に係る経過措置) 

2 この条例の施行日前の 後の検針日(水道の使用開始日を含む。以下本項において同じ。)の翌日か

らこの条例の施行日以後の 初の検針日(水道の使用中止又は廃止日を含む。以下本項において同

じ。)まで(以下「検針期間」という。)の使用水量に係る従量料金については、第24乗第1項のみなし

料金算定規定にかかわらず、検針期間の使用水量を改正前の久留米市水道条例(以下「条例」という。)

の規定による料金で算出した金額に、この条例の施行日前の 後の検針日の翌日から施行日の前日ま

での期間を検針期間で除した数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量を改正後の条例による料金で

算出した金額に、施行日から施行日以後の 初の検針日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得

た額を合算した金額とする。 

(手数料改定に係る経過措置) 

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づいて申込若しくは施行又は申請がされている給

水装置の工事等に係る手数料については、なお従前の例による。 

附 則(平成元年3月31日条例第8号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。 

(従量料金に係る経過措置) 

2 この条例の施行日前の 後の検針日(水道の使用開始日を含む。以下本項において同じ。)の翌日か

らこの条例の施行日以後の 初の検針日(水道の使用中止又は廃止日を含む。以下本項において同

じ。)まで(以下「検針期間」という。)の使用水量に係る従量料金については、第24条第1項のみなし

料金算定規定にかかわらず、検針期間の使用水量を改正前の久留米市水道条例の規定による料金で算

出した金額に、この条例の施行日前の 後の検針日の翌日から施行日の前日までの期間を検針期間で
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除した数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量を改正後の久留米市水道条例による料金で算出した

金額に、施行日から施行日以後の 初の検針日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額を合

算した金額とする。 

(料金に関する経過措置) 

3 この条例による改正後の久留米市水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給してい

る水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるもの

に係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使

用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を、

前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初

めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30

日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従

前の例による。 

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。 

附 則(平成8年3月29日条例第2号) 

この条例は、平成8年4月1日から施行する。 

附 則(平成9年3月28日条例第11号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例による改正後の久留米市水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」

という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の

支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定さ

れる日が同月30日後である水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支

払を受ける権利が確定される料金を、その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日(以下「前回

確定日」という。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数

で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応す

る部分に限る。)については、なお従前の例による。 

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。 

附 則(平成9年12月24日条例第25号) 

この条例は、平成10年4月1日から施行する。 

附 則(平成12年3月28日条例第7号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則(平成14年3月29日条例第13号) 

この条例は、平成14年4月1日から施行する。 

附 則(平成14年12月24日条例第36号) 

この条例は、平成15年4月1日から施行する。 
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附 則(平成16年12月28日条例第127号附則第2項)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。 

附 則(平成16年12月28日条例第128号) 

この条例は、平成17年2月5日から施行する。 

附 則 (平成 19 年 12 月 20 日条例第 59 号 )  

(施行期日 ) 
1 この条例は、平成 20 年 4 月 1 日 (以下「施行日」という。 )から施行する。ただし、

第 29 条の改正規定は、平成 21 年 4 月 1 日以後に申し込まれた給水装置の工事から

適用する。  
(従量料金に係る経過措置 )  

2 施行日前の 後の検針日の翌日 (水道の使用開始日を含む。以下本項及び第 4 項にお

いて同じ。 )から施行日以後の 初の検針日 (水道の使用中止又は廃止日を含む。以下

本項及び第 4 項において同じ。)までの期間 (以下「検針期間」という。)の使用水量に

係る従量料金については、この条例による改正後の久留米市水道条例 (以下「改正後

の条例」という。 )第 23 条及び第 24 条第 1 項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る期間に応じ、当該各号に定める計算方法により算出した額とする。  
(1) 施行日前の 後の検針日の翌日から施行日の前日までの期間 検針期間の使用

水量に係るこの条例による改正前の久留米市水道条例 (以下「改正前の条例」とい

う。 )の規定による従量料金の額に、施行日前の 後の検針日の翌日から施行日の

前日までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額 (その額に、1 円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てる。 ) 
(2) 施行日から施行日以後の 初の検針日までの期間 検針期間の使用水量に係る

改正後の条例の規定による従量料金の額に、施行日から施行日以後の 初の検針日

までの期間を検針期間で除した数を乗じて得た額 (その額に、小数点第 3 位以下の

端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 )  
(料金に関する経過措置 )  

3 平成 20 年度及び平成 21 年度中に行われた検針に基づく料金の算定において、当該

使用水量に係る改正後の条例の規定による料金の額 (以下「新料金」という。 )が、改

正前の条例の規定により試算した料金の額を超えるときは、改正後の条例第 23 条の

規定にかかわらず、その差額に次の表左欄に掲げる検針年度の区分に応じ、それぞれ

同表右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額 (その額に、 1 円未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てる。 )を新料金から減額した額を料金の額とする。  

検針年度  負担調整率  

平成 20 年度  3 分の 2  

平成 21 年度  3 分の 1  

4 前項の規定は、施行日前の 後の検針日の翌日から施行日以後の 初の検針日まで

の料金の額を算出する場合においては、「改正後の条例の規定による料金の額」を「第
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2 項の規定による従量料金と基本料金に基づく料金の額」と読み替えて適用するもの

とする。  
附 則 (平成 21 年 3 月 30 日条例第 15 号附則第 3 項 )抄  

(施行期日 ) 
1 この条例は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。  
別表第 1(第 23 条関係 )  

(平 19 条例 59・全改 )  

種別  口径  基本料金 (1 月に

つき )  

従量料金 (1 月につき )  

ミリメートル  
13  

円  
750

20  1,100

25  2,480

10 立方メートルまで 1 立方メートルにつ

き 10 円  
10 立方メートルを超え 20 立方メートルま

で 1 立方メートルにつき 150 円  
20 立方メートルを超え 50 立方メートルま

で 1 立方メートルにつき 220 円  
50 立方メートルを超え 100 立方メートルま

で 1 立方メートルにつき 230 円  
100 立方メートルを超える分 1 立方メー

トルにつき 250 円  

40  6,000

50  13,600

75  32,000

100  62,500

150  124,000

200  270,000

口径別  

250 以上  313,000

20 立方メートルまで 1 立方メートルにつ

き 150 円  
20 立方メートルを超え 50 立方メートルま

で 1 立方メートルにつき 220 円  
50 立方メートルを超え 100 立方メートルま

で 1 立方メートルにつき 230 円  
100 立方メートルを超える分 1 立方メー

トルにつき 250 円  

分水用  管理者が別に定める額  

私設消火栓演習用  消火栓 1 個につき 1 回 5 分までごとに 1,300 円  

備考  
1 基本料金は、基本料金欄の金額に消費税等相当額 (この場合において、小数点第

3 位以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)を加えた額とす

る。  
2 従量料金は、従量料金欄の水量の区分に従い、使用水量をそれぞれの区分ごと

に分割して、同欄の金額に消費税等相当額 (この場合において、小数点第 3 位以

下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 )を加えた額により算

出した額の合計額とする。  
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3 料金の額は、基本料金の額と従量料金の額を合計した額とし、この合計額に 1
円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。  

別表第 2(第 26 条関係 )  
(平 19 条例 59・全改 )  

開始、中止時の日割計算  
(1) 日割計算後の基本料金  

基本料金×その月の使用日数／ 30 日  
ただし、その月の使用日数が 30 日を超えるときは 30 日とする。  
計算の結果、小数点第 3 位以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。  

(2) 日割計算後の従量料金  
V＝ V1×30／N 
F＝F1×N／ 30 
計算の結果、V に小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨て、F に小数

点第 3 位以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。  
(3) 日割計算後の料金  

日割計算後の料金の額は、上記の計算方法により算出した基本料金と従量料金を

合計した額とし、この合計額に 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 
(備考 )  

V は使用量を 1 月に換算した量 (立方メートル ) 
V1 は使用量 (立方メートル )  
N は使用した日数  
Fは第 26 条により算出した従量料金  
F1 は V による従量料金  
 

別表第 3(第 29 条関係 )  
(平 19 条例 59・全改 )  

メーター口径  基準額  

13 ミリメートル  40,000 円

20 ミリメートル  60,000 円

25 ミリメートル  67,800 円

40 ミリメートル  240,000 円

50 ミリメートル  562,800 円

75 ミリメートル  1,128,000 円

100 ミリメートル  4,134,000 円

150 ミリメートル  12,000,000 円

200 ミリメートル以上 管理者が別に定める額

備考 加入金の額は、上記の基準額に消費税等相当額を加えた額とする。  
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別表第 4(第 30 条関係 )  
(昭 60 条例 10・全改、平 9 条例 25・一部改正、平 14 条例 13・旧別表第 2 繰下・一部改正、平 16 条例

128・旧別表第 3 繰下・一部改正、平 19 条例 59・旧別表第 5 繰上・一部改正) 
手数料 
1 給水装置の工事をするとき。 

給水装置工事手数料 

ミリメートル 
13～25 

円 
3,000

40～50 10,000

給水管の口径 

75 以上 20,000

備考 撤去工事のみの場合は、本表にかかわらず 1,000 円とする。 
2 指定給水装置工事事業者を指定するとき 
指定給水装置工事事業者指定手数料 1 件につき 5,000 円 
3 第 33 条第 2 項の確認をするとき 1 回につき 20,000 円 
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２ 久留米市水道条例施行規程 

昭和44年4月1日 

久留米市公営企業管理規程第13号 

 

(目的) 

第1条 この規程は、久留米市水道条例(昭和35年久留米市条例第13号。以下「条例」という。)の施行

に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

(用語の定義) 

第2条 この規程において使用する用語の定義は、条例の例による。 

(平9公規程5・全改) 

 

(給水方式) 

第3条 給水方式は、配水管の水圧による直結給水とする。ただし、配水管の水圧が不足する箇所、一

時に多量の水を使用する箇所及び管理者が特に必要と認める箇所については、貯水槽式給水とする。 

2 前項の規定にかかわらず、住宅用建物について、管理者が特に必要があると認めた場合は、直結給

水と貯水槽式給水の併用とすることができる。 

3 各給水方式に係る設計及び施行の基準に関しては、別に管理者が定める。 

(平10公規程5・追加、平12公規程1・平15公規程1・一部改正) 

 

(共用給水装置の設置) 

第4条 条例第4条第1項第2号の規定に基づく共用給水装置は、次の各号に掲げる施設に設置する。 

(1) 天災地変又は火災による被災者を収容する集合住宅 

(2) その他管理者が特に必要があると認めた施設 

(昭62公規程5・一部改正、平10公規程5・旧第3条繰下) 

 

(私設消火栓の封印) 

第5条 条例第4条第1項第3号に規定する私設消火栓には管理者が封印する。 

(昭62公規程5・一部改正、平10公規程5・旧第4条繰下) 

 

(給水装置工事の申込み等) 

第6条 条例第5条第1項の規定による給水装置の新設、改造又は撤去の工事の申込みは、第1号様式によ

るものとする。 

2 条例第5条第2項の規定による給水装置の修繕の届出は、第2号様式によるものとする。 

(平10公規程5・全改) 

 

(主止水栓等の操作禁止) 

第7条 条例第6条第2項に規定する主止水栓及び制水弁は、管理者の許可を得ないで操作してはならな
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い。 

(昭62公規程5・一部改正) 

 

第8条 削除 

(平10公規程5) 

 

(工事の費用の算出方法) 

第9条 条例第9条第1項に規定する費用の合計額は、当該額に消費税等相当額を加えた額とする。 

2 条例第9条第3項に規定する工事の費用の算出方法のうち、道路復旧費及び事務費は、次の各号に掲

げるところによる。 

(1) 道路復旧費は、道路管理者の定める復旧方法による施工に要した費用とする。 

(2) 事務費は、材料費、運搬費、労力費及び道路復旧費並びに条例第9条第2項に規定する費用の額

の合計額の100分の12とする。この場合において管理者は、各費用の額を別に定める範囲内で端数

処理して計算することができる。 

3 特別な給水装置工事で、前項第2号に規定する算出方法によることが適当でないと管理者が認めた場

合は、その都度管理者が定めるものとする。 

(昭47公規程14・昭48公規程3・昭62公規程5・平元公規程4・平9公規程5・平10公規程5・一部改

正) 

 

(工事費用等の納入) 

第10条 条例第6条第1項に規定する工事の費用及び条例第30条に規定する手数料は、管理者が指定する

期日までに納入しなければならない。 

(昭54公規程2・全改) 

 

(給水契約の申込み) 

第11条 条例第12条の規定による申込みは、本市所定の申込書によつてしなければならない。 

(昭62公規程5・平2公規程17・平10公規程5・一部改正) 

 

(メーターの設置基準) 

第12条 メーターは、1世帯又は1事業所ごとに1個とし、給水装置に2個以上のメーターを直列に設置し

てはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときはこの限りでない。 

(昭62公規程5・一部改正) 

 

(共用給水装置及び連合専用給水装置の料金の算定) 

第13条 条例第26条第3項に規定する共用給水装置及び連合専用給水装置の料金の算定は、各戸の給水

管の口径をメーターの口径とみなし、各戸均等に使用したものとして各戸ごとに算定する。 

(平9公規程5・全改、平16公規程4・一部改正) 

 

(給水装置の保護施設の管理) 
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第14条 条例第20条の管理上の責任は、給水装置の保護施設も含むものとする。 

 

(共用給水装置使用の特例) 

第15条 管理者が、天災地変又は公衆衛生上必要があると認めるときは、共用給水装置を臨時に使用さ

せることができる。 

(昭62公規程5・一部改正) 

 

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等) 

第15条の2 条例第35条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水

道」という。)の管理は、次に定めるところによるものとする。 

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。 

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずる

こと。 

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なもの

について検査を行うこと。 

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、

その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。 

2 条例第35条の3第2項の規定による小規模貯水槽水道の管理の状況に関する検査は、1年以内ごとに1

回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは

厚生労働大臣の登録を受けた者又は管理者が認めた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味

に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けることによるものとする。 

(平15公規程1・追加、平15公規程10・平16公規程4・一部改正) 

 

(使用水量の推定) 

第16条 条例第25条第1項の規定による使用水量の推定は、前4月の使用水量及びその他の事情を考慮し

て行う。 

(昭48公規程3・昭62公規程5・一部改正) 

 

(料金の徴収方法) 

第17条 条例第28条の規定による料金の徴収で、料金を2月ごとに徴収する場合は、納期を毎年度6期に

分け、管理者が定める徴収期間の末日までに納付(口座振替及び自動払込の方法を含む。)の方法によ

つて行う。 

2 毎月徴収の場合は、納入通知書発行日の属する月の末日までに、随時徴収の場合は、そのつど徴収

する。 

(昭48公規程3・全改、昭62公規程5・平8公規程3・一部改正) 

 

(共同住宅等の各戸徴収) 

第17条の2 管理者は、共同住宅等(専用住宅のほか混合住宅、雑居ビルを含む。以下同じ。)で、受水
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槽以下の装置が次の各号に定める要件に適合している場合は、各戸ごとに使用水量の計量(第2号に規

定するメーターによる。)及び料金の徴収を行うことができる。 

(1) 受水槽以下の装置が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に準じていること。 

(2) 各戸に設置するメーターは、管理者が指定する型式のものであること。ただし、管理者が特に

認めた場合は、この限りでない。 

(3) その他管理者が必要と認める要件を満たしていること。 

2 前項の規定により各戸ごとの計量及び徴収を希望するものは、管理者に第3号様式により申請しなけ

ればならない。 

3 第1項の規定により計量し、徴収する場合の料金は、各居住者を1戸とみなし各戸ごとに専用給水装

置の料金の算定を適用する。 

(昭51公規程6・追加、昭62公規程5・平元公規程4・平10公規程5・平12公規程1・平17公規程1・

一部改正) 

 

(標識の掲示) 

第18条 給水装置を設置した者は、その門戸又は見やすい所に管理者が交付する標識(第4号様式)を掲

示しなければならない。 

2 前項の標識を亡失し又はき損した場合は、直ちに管理者に届け出て再交付を受けなければならない。 

(昭62公規程5・一部改正) 

 

(給水装置の検査をする者の証明書) 

第19条 管理者は、条例第32条の規定により給水装置の検査を行う職員に所定の証明書を携帯させ、水

道使用者等の要求に応じてこれを提示させるものとする。 

(平2公規程17・全改) 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

(平17公規程1・旧附則・一部改正) 

(合併に伴う経過措置) 

2 平成17年2月5日(以下「合併の日」という。)前に城島町水道事業給水条例施行規程(昭和48年城島町

水道事業管理規程第2号。以下「城島町規程」という。)又は三潴町水道事業給水条例施行規程(昭和

50年三潴町水道事業管理規程第1号。以下「三潴町規程」という。)の規定によりなされた処分、手続

その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

(平17公規程1・追加) 

3 合併の日前に城島町規程又は三潴町規程の規定により申込みがなされた給水装置工事に係る承認等

の基準については、それぞれ城島町規程又は三潴町規程の例による。 

(平17公規程1・追加) 

 

附 則(昭和45年3月25日公営企業管理規程第3号) 
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この規程は、昭和45年4月1日から施行する。 

 

附 則(昭和46年4月1日公営企業管理規程第5号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

 

附 則(昭和47年5月1日公営企業管理規程第7号) 

(施行期日) 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程施行の際、現に改正前の久留米市水道条例施行規程(昭和44年久留米市公営企業管理規程第

13号)の規定に基づいて掲示した標識については、この規程の規定に基づいて掲示した標識とみなす。 

 

附 則(昭和47年11月14日公営企業管理規程第14号) 

(施行期日) 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市水道条例施行規程(昭和44年久留米市公営企業管理規程

第13号)の規定によつてなされた給水装置工事申込みにおける工事の費用の算出方法については、な

お従前の例による。 

 

附 則(昭和48年4月1日公営企業管理規程第3号) 

(施行期日) 

1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 昭和48年4月1日以前の共用給水装置および連合専用給水装置の使用水量の料金の算定については、

なお従前の例による。 

 

附 則(昭和49年1月7日公営企業管理規程第1号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

 

附 則(昭和49年4月1日公営企業管理規程第6号) 

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。 

 

附 則(昭和51年4月1日公営企業管理規程第6号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

 

附 則(昭和51年11月10日公営企業管理規程第10号) 

この規程は、公布の日から施行する。 
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附 則(昭和54年4月1日公営企業管理規程第2号) 

(施行期日) 

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

この規程の施行の際現に改正前の久留米市水道条例施行規程(昭和44年久留米市公営企業管理規程第

13号)第10条の規定に基づき予納された工事の費用及び手数料については、なお従前の例による。 

 

附 則(昭和59年4月1日公営企業管理規程第3号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

 

附 則(昭和62年4月1日公営企業管理規程第1号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

 

附 則(昭和62年10月1日公営企業管理規程第5号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成元年4月1日公営企業管理規程第4号) 

(施行期日) 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市水道条例施行規程によつて申込まれた連合専用給水装

置及び受水槽以下の装置の設置及び取り扱いについては、なお従前の例による。 

 

附 則(平成2年3月31日公営企業管理規程第17号) 

この規程は、平成2年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成8年3月27日公営企業管理規程第3号) 

この規程は、平成8年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成9年3月31日公営企業管理規程第5号) 

(施行期日) 

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市水道条例施行規程第13条の規定に基づいて算定してい

る共用給水装置及び連合専用給水装置の料金については、なお従前の例による。 

 

附 則(平成10年4月1日公営企業管理規程第5号) 

この規程は、平成10年4月1日から施行する。 
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附 則(平成12年3月31日公営企業管理規程第1号) 

(施行期日) 

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行に際し、現に改正前の久留米市水道条例施行規程に基づいて施行された給水方式は、

なお従前の例による。 

 

附 則(平成15年3月12日公営企業管理規程第1号) 

この規程は、平成15年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成15年8月7日公営企業管理規程第10号) 

この規程は、平成16年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成16年3月23日公営企業管理規程第4号) 

この規程は、平成16年3月31日から施行する。 

 

附 則(平成17年2月2日公営企業管理規程第1号) 

この規程は、平成17年2月5日から施行する。 
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第1号様式(第6条関係) 

(平10公規程5・全改) 

給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書 

年  月  日

久留米市企業管理者      殿 

申    込    者 

住  所           電話 

(ふりがな) 

氏   名           ㊞ 

(自 筆) 

 

 久留米市水道条例第5条第1項の規定により給水装置(新設・改造・撤去)工事を申し込みます。 

 なお、久留米市水道条例第6条第2項の規定により主止水栓までの施設は、市に無償譲渡します。

 

給水装置所在地 久留米市       町     番地 

給水装置所有者 久留米市       町     番地 

(ふりがな) 

氏 名              ㊞ 

支 管  分  岐   

（ 準 備 管 ）   

承   諾   書 

私所有の給水管より分岐することを承諾します。 

(ふりがな)      年  月  日 

住所       氏名           ㊞ 

土地使用承諾書 私所有の土地に給水管の埋設を承認します。 

(ふりがな)      年  月  日 

住所       氏名           ㊞ 

利

害

関

係

人

の

同

意 

家屋使用承諾書 私所有の家屋に給水装置の設置を承諾します。 

(ふりがな)      年  月  日 

住所       氏名           ㊞ 

指定工事業者   主任技術者   
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第2号様式(第6条関係) 

(平10公規程5・全改) 

給水装置修繕工事届出書 

                                                           年    月    日 

久 留 米 市 企 業 管 理 者    殿 

届  出  者 

住所   久留米市    町          番地 

(ふりがな) 

氏名(自筆)                 ㊞  

 

 久留米市水道条例第5条第2項の規定により給水装置修繕工事を届け出ます。 

給水装置所在地 久留米市     町     番地 

水 道 番 号   

給水装置所有者 久留米市     町     番地 

(ふりがな) 

氏      名 

指定工事業者   

主任技術者   
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第3号様式(第17条の2関係) 

(平2公規程17・全改) 

 

受水槽以下の各戸メーター検針・料金収納申請書 

                                  年  月  日 

久留米市企業管理者 

殿 

申請者(設置所有者) 

住所                

電話    (   )        

氏名              ㊞  

 久留米市水道条例施行規程第 17 条の 2の規定に基づく受水槽以下の各戸検針・料金収納について、

下記条件を遵守することを証明するため、署名捺印し申請します。 

記 

所   在    地   

ビ ル 名 等   

住 所   

管   理   人 

氏 名   電話    (   ) 

建  築  物  階建  棟 各 戸 メ ー タ ー (予 定) の 器 種 及 び 設 置 数 

親メーター 器 種 

 

メ ー タ  ー 

口径   mm 口径   mm   個 口径   mm   個 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資-28





３ 久留米市水道給水装置の構造及び材質の基準に関する規程 

昭和51年4月1日 

久留米市公営企業管理規程第5号 

久留米市水道給水装置の構造および材質の基準に関する規程(昭和35年久留米市立公

営企業管理規程第4号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この規程は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定めるもののほか、久留米市水道条

例(昭和35年久留米市条例第13号)第8条第1項の規定に基づき、配水管への取付口から水道メーターま

での間の給水装置に用いようとする給水装置の構造及び材質について必要な基準を定めるものとす

る。 

(平10公規程6・全改、平17公規程1・一部改正) 

 

(給水装置の構造) 

第2条 給水装置の構造は、次の各号に定める基準に適合したものでなければならない。 

(1) 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」と

いう。)、給水栓及びこれらに附属する用具を備えること。 

(2) 給水管の口径は、その用途別所要水量及び同時使用を考慮し、かつ、分岐しようとする配水管

の口径より小さいものとすること。 

(3) 給水管は、口径300ミリメートル以下の配水管から分岐するものとすること。 

(4) 給水装置の配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口又は配水管の接合箇所から30セ

ンチメートル以上の間隔をとり、配水管中の異形管には、取付口を設けないこと。 

(5) 道路部分の給水管口径は、20ミリメートル以上とすること。 

(昭61公規程3・平10公規程6・一部改正) 

 

(給水管の埋設の深さ) 

第3条 給水管の埋設の深さは、次のとおりとする。 

     口径 

道路種別 

口径40ミリメートル以上の管の場

合 

口径40ミリメートル未満の管

の場合 

宅 地 内 60センチメートル以上 30センチメートル以上 

私   道 企業管理者の指示する深さ 

国・県・市道 当該道路管理者の指示する深さ 

 

 

(メーター設置) 

第4条 メーターは、次の各号により設置しなければならない。 

(1) メーターは、給水管と同口径のものを使用し、給水栓より低位に、かつ、水平に設置すること。

ただし、管理者が特に認めた場合には、給水管より小口径のものを使用することができる。 

(2) メーターの設置位置は点検しやすく、常に乾燥して汚水が入らず、損傷のおそれがない箇所と

すること。 
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(平10公規程6・一部改正) 

 

(給水装置の保護) 

第5条 給水装置は、次の各号による保護措置を講じなければならない。 

(1) 給水管が側溝、暗きよ等を横断するときは、その施設の下に埋設すること。ただし、やむを得

ず横架するときは、給水管が損傷しないような措置を講じ、かつ高水位以上の高さに布設すること。 

(2) 便槽、又は素堀側溝等汚染のおそれのある場所に給水管を接近して布設するときは、管理者が

指示する保護工を施すこと。 

(3) 給水管が軌道下を横断する場合は、コンクリート管等の被覆管を用いて布設すること。 

(平10公規程6・旧第6条繰上・一部改正) 

 

(給水装置の材質) 

第6条 配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具

は、給水装置工事設計施行指針に規定したものを用いること。 

(平10公規程6・追加) 

 

(補則) 

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。 

(平10公規程6・旧第8条繰上) 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市水道給水装置の構造および材質の基準に関する規程の

規定による基準により使用されている給水装置は、この規程の相当規定に基づく給水装置とみなす。 

(合併に伴う経過措置) 

3 平成17年2月5日前に城島町水道給水装置の構造及び材質の基準に関する規程(平成10年城島町水道

事業管理規程第1号)又は三潴町水道給水装置の構造及び材質の基準に関する規程(平成10年三潴町水

道事業管理規程第3号)の規定による基準により使用されている給水装置は、それぞれこの規程の相当

規定に基づく給水装置とみなす。 

(平17公規程1・追加) 

 

附 則(昭和61年4月1日公営企業管理規程第3号) 

(施行期日) 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行の際、現に改正前の久留米市水道給水装置の構造及び材質の基準に関する規程の規

定による基準により使用されている給水装置は、この規定の相当規定に基づく給水装置とみなす。 
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附 則(平10年4月1日公営企業管理規程第6号) 

この規程は、平成10年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成17年2月2日公営企業管理規程第1号) 

この規程は、平成17年2月5日から施行する。 
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４ 久留米市指定給水装置工事事業者規程 

平成10年4月1日 

久留米市公営企業管理規程第7号 

久留米市水道指定工事店規程(昭和 54 年久留米市公営企業管理規程第 4 号)の全部を

改正する。 

(趣旨) 

第1条 この規程は、久留米市水道条例(昭和35年久留米市条例第13号。以下「条例」という。)第7条第

1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について、必要な事項を定

めるものとする。 

 

(指定の申請) 

第2条 指定工事業者として指定を受けようとする者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以

下「施行規則」という。)様式第1に定める申請書に次に掲げる事項を記載し、久留米市企業管理者(以

下「管理者」という。)に申請しなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 

(2) 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)

の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとな

る給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受け

ている免状の交付番号 

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数 

(4) 事業の範囲 

2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。 

(1) 次条第3号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類 

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外

国人登録証明書の写し 

3 前項第1号に規定する書類は、施行規則様式第2によるものとする。 

 

(指定の基準) 

第3条 管理者は、前条第1項の規定による指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると

認めるときは、指定工事業者として指定しなければならない。 

(1) 事業所ごとに第10条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者で

あること。 

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。 

ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具 

イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具 

ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具 

エ 水圧テストポンプ 

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 
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イ 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に違反して、刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 

ウ 第6条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 

エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があ

る者 

オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの 

(平12公規程7・一部改正) 

 

(指定工事業者証) 

第4条 指定工事業者には、久留米市指定給水装置工事事業者証(第1号様式)を交付する。 

 

(変更等の届出) 

第5条 指定工事業者は、次に掲げる事項のいずれかに変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を

廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出な

ければならない。 

(1) 事業所の名称及び所在地 

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(3) 法人にあっては、役員の氏名 

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号 

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則様式第

10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。 

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、

個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し 

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則様式第2による第3条第3号アからオまでの

いずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本 

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止

したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内

に、施行規則様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。 

 

(指定の取消し) 

第6条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができ

る。 

(1) 不正の手段で第3条の指定を受けたとき。 

(2) 第3条各号に適合しなくなったとき。 

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

(4) 第10条各項の規定に違反したとき。 

(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業

の運営をすることができないと認められるとき。 

(6) 第15条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。 

 資-34



(7) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若し

くは資料の提出をしたとき。 

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。 

 

(指定の停止) 

第7条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に考慮すべき特段の事情があるときは、管理

者は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。 

 

(指定工事業者証の返還) 

第8条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに久留米市指定給水装置工事事

業者証を管理者に返還しなければならない。 

(1) 指定工事業者が営業を廃止したとき。 

(2) 指定工事業者が第6条又は第7条の規定により指定の取消し又は指定の停止の処分を受けたとき。 

 

(指定又は指定取消し等の公示) 

第9条 管理者は、指定工事業者を指定したとき、指定を取り消したとき、又は指定を停止したときは、

その旨を公示する。 

 

(主任技術者の選任等) 

第10条 指定工事業者は、第3条の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任

し、管理者に届け出なければならない。 

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14

日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。 

3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則様式第3による届出書により、

遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。 

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事

業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事

業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。 

 

(主任技術者の職務等) 

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。 

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理 

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督 

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政

令」という。)第5条に定める基準に適合していることの確認 

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。 

ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認

に関する連絡調整 

イ 次条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整 
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ウ 給水装置工事(施行規則第13条の給水装置の軽微な変更を除く。)を完了した旨の連絡 

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。 

(平17公規程1・一部改正) 

 

(事業の運営に関する基準) 

第12条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運

営に努めなければならない。 

(1) 給水装置工事ごとに第10条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関し

て前条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。 

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターま

での工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生

じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に

当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。 

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他工事

上の条件に適合するように当該工事を施行すること。 

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、

研修の機会を確保するよう努めること。 

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。 

ア 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。 

イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。 

(6) 施行した給水装置工事(施行規則第13条の給水装置の軽微な変更を除く。)ごとに、第1号の規定

により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日か

ら3年間保存すること。 

ア 施主の氏名又は名称 

イ 施行の場所 

ウ 施行完了年月日 

エ 主任技術者の氏名 

オ しゅん工図 

カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 

キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果 

(平17公規程1・一部改正) 

 

(設計審査) 

第13条 指定工事業者は、条例第7条第2項の規定により設計審査を受けようとするときは、給水装置工

事設計(精算)書を管理者に提出しなければならない。 

 

(工事の完成検査) 

第14条 指定工事業者は、給水装置工事が完成し、条例第7条第3項の規定により工事検査を受けようと

するときは、給水装置工事設計(精算)書に必要事項を記入し工事完成届(第2号様式)を添付し、管理
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者に提出しなければならない。 

2 指定工事業者は、工事検査に不合格の箇所があった場合は、管理者が指示する期間内にこれを改修

し、再検査を受けなければならない。 

 

(主任技術者の立会い) 

第15条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条第1項の給水装置の検査の必要

があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事

に関し、第12条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主

任技術者の立会いを求めることができる。 

 

(報告又は資料の提出) 

第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告

又は資料の提出を求めることができる。 

 

(補則) 

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。 

(旧規程に基づく久留米市指定工事店に対する経過措置) 

2 この規程の施行の際現に改正前の久留米市水道指定工事店規程(以下「旧規程」という。)の規定に

より指定を受けている指定工事店については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出が

あったときは、その届出があったときまでの間)は、久留米市水道条例の一部を改正する条例(平成9

年久留米市条例第25号)による改正後の久留米市水道条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規

定による指定を受けた者とみなす。 

3 旧規程により指定を受けている指定工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次に掲げる事項を

管理者に届け出たときは、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 法人にあっては、役員の氏名 

(3) 事業の範囲 

(4) 事業所の名称及び所在地 

4 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を

改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)別記様式に定める届出書

を提出して行うものとする。 

5 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民

票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。 

6 第3項の届出を行う指定工事店は、届出と同時に旧規程に基づく久留米市指定工事店証を管理者に返

納しなければならない。 
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7 管理者は、第3項の届出があったときは、速やかに、この規程による改正後の第4条に定める久留米

市指定給水装置工事事業者証を交付する。 

8 第3項の規定により、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての第6条の規定の

適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは、「第1号から第3号ま

で又は第5号から8号まで」と、同条第2号中「第3条各号」とあるのは、「第3条第2号又は第3号」とす

る。 

9 第3項の規定により、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、この規程による

改正後の第12条の規定を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及

び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」

とする。 

(旧規程に基づく責任技術者に対する経過措置) 

10 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び

水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の

適用並びに前項に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による責任技術者の資格を有する者に当た

るとみなす。 

(1) 旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者 

(2) 旧規程に規定する責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者 

(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者 

(旧規程に基づく2級配管技工に対する経過措置) 

11 この規程の施行の際現に旧規程に基づく2級配管技工として給水装置技術者名簿に登録を受けてい

る者は、第12条第2号の適切に作業を行うことができる技能を有する者とみなす。 

12 前項のほか、次に掲げる者は、第12条第2号の適切に作業を行うことができる技能を有する者とみ

なす。 

(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第62条に規定する配管技能士 

(2) 同法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の終了者 

(3) その他管理者が認めた者 

(合併に伴う経過措置) 

13 平成17年2月5日(以下「合併の日」という。)前に城島町水道指定給水装置工事事業者規程(平成10

年城島町水道事業管理規程第2号。以下「城島町規程」という。)又は三潴町水道事業給水装置工事指

定事業者規程(平成10年三潴町水道事業管理規程第2号。以下「三潴町規程」という。)の規定により

指定を受けた給水装置工事事業者は、それぞれこの規程の相当規定により指定を受けた給水装置工事

事業者とみなす。 

(平17公規程1・追加) 

14 管理者は、前項の給水装置工事事業者に対して、第4条の指定給水装置工事事業者証を交付するも

のとする。 

(平17公規程1・追加) 

15 管理者は、第13項の給水装置工事事業者について、第9条の規定による公示を行うものとする。 

(平17公規程1・追加) 

16 合併の日前に城島町規程又は三潴町規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞ
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れこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

(平17公規程1・追加) 

 

附 則(平成12年3月31日公営企業管理規程第7号) 

この規程は、平成12年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成17年2月2日公営企業管理規程第1号) 

この規程は、平成17年2月5日から施行する。 
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５ 久留米市田主丸地区簡易水道条例 

平成 16 年 12 月 28 日 

久留米市条例第 129 号 

(目的) 

第 1 条 この条例は、久留米市田主丸地区簡易水道(以下「簡易水道」という。)の、維持及び管理に関

し必要な事項を定めることを目的とする。 

(使用許可) 

第 2 条 簡易水道を使用しようとする者は、その使用について市長の許可を受けなければならない。 

(使用料) 

第 3 条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、簡易水道使用料(以下「使用料」という。)1

戸当たり月額 1,260 円(消費税等相当額を含む。)を納付しなければならない。 

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。 

(平 17 条例 79・一部改正) 

(使用料の算定) 

第 4 条 新たに簡易水道を使用することとなった者の使用料は、その事実の発生した日の属する月から

支払うものとし、第 6条の規定により使用を中止した者の使用料は、その事実が発生した日の属する

月までを支払うものとする。 

2 前項の使用料は、事実が発生した日の属する月における使用の日数が 15 日に満たないときは月額の

半額とし、15 日以上のときは月割額とする。 

(平 17 条例 79・一部改正) 

(使用料の徴収) 

第 5 条 使用料は、2 月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、毎月又は臨時に徴収す

ることができる。 

(平 17 条例 79・全改) 

(中止の届出) 

第 6 条 使用者は、現に使用している簡易水道施設の使用を中止しようとするときは、その 5日前まで

に市長に届け出て検査を受けなければならない。 

(工事の申込み) 

第 7 条 給水施設を新設し、改造し、又は撤去しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承

認を受けなければならない。 

(平 17 条例 79・全改) 

(給水の制限) 

第 8 条 市長は、水量の減少、簡易水道施設の改修その他やむを得ない事由がある場合は給水量を制限

することができる。 

2 前項の規定により給水の制限を実施した場合においても使用料の額は変更しない。ただし、市長が

特別の事由があると認めたときはこの限りでない。 

(給水の停止) 

第 9 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止することができる。この場合にお

いて、それに伴い生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。 
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(1) 第 2 条、第 3条、第 6条及び第 7条の規定に違反したとき。 

(2) 使用料を市長が定める期限までに納付しないとき。 

(3) その他、簡易水道の使用について不正があると認めたとき。 

(4) 簡易水道を利用して、水田等のかんがい用水又は養魚場の用水に使用したとき。 

(平 17 条例 79・一部改正) 

(損害賠償) 

第 10 条 使用者は、故意又は過失により簡易水道施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠

償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めた場合はこの限りでない。 

(経費の負担) 

第 11 条 次に掲げる経費は、その全額を使用者の負担とする。 

(1) 給水栓及び附属品の取替並びに補修に要する経費 

(2) 給水施設の新設及び増設並びに給水栓の位置の変更に要する経費 

(3) 給水施設の破損の修復に要する経費 

(平 17 条例 79・一部改正) 

(管理人) 

第 12 条 市長は、簡易水道の維持管理について、管理人を置くことができる。 

(委任) 

第 13 条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 17 年 2月 5日から施行する。 

(経過措置) 

2 田主丸町の編入の日前に、田主丸町営簡易水道条例(昭和 32 年田主丸町条例第 94 号)の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成 17 年 12 月 28 日条例第 79 号) 

この条例は、平成 18 年 4 月 1日から施行する。 
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６ 宅地造成および住宅建設等による配水管布設工事の負担金に関する規程 

昭和47年5月17日 

久留米市公営企業管理規程第8号 

 

(目的) 

第1条 この規程は、宅地造成(都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に該当するものを除く。以下

同じ。)及び住宅建設並びに既存の住宅等において給水に必要な配水管又はこれに伴う諸施設に要す

る工事費の負担及びその他必要な事項を定めることを目的とする。 

(平8公規程5・一部改正) 

 

(取扱範囲) 

第2条 この規程に定める配水管布設の範囲は、宅地造成及び住宅建設並びに既存の住宅等において新

たに給水装置を必要とする場合に、配水管布設の申込みがあつたもののうち次の各号に該当し、企業

管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めるものとする。 

(1) 配水管を公道(不特定多数の人が通行する私道を含む。)に布設する場合 

(2) 給水量に応じ配水管内の水質が確保される場合 

(平8公規程5・平12公規程2・一部改正) 

 

(配水支管及び配水補助管) 

第2条の2 前条により配水管を布設する場合にあつては、給水装置を必要とする戸数が3以上のときは

配水支管(既設の配水管から給水するために分岐し、直接給水管を取り付ける管で直径が50ミリメー

トル以上のものをいう。以下同じ。)を布設するものとし、給水装置を必要とする戸数が2以下のとき

は配水補助管(既設の配水管から給水するために分岐し、直接給水管を取り付ける管で直径が40ミリ

メートル又は25ミリメートルのものをいう。以下同じ。)を布設するものとする。 

2 配水補助管は、公道に縦断的に布設するものとし、その延長は60メートル以内とする。 

3 配水補助管は、営利を目的とした建物へは布設しない。 

(平12公規程2・追加) 

 

(工事の申込) 

第3条 配水管の布設を要望するものは、配水管布設申請書を管理者に提出しなければならない。 

 

(工事費用の負担) 

第4条 宅地造成及び住宅建設並びに既存の住宅等において配水管布設の申込みをし、管理者が配水支

管を布設する場合は、工事申込者は工事の費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。

第3項において同じ。)の60パーセントに相当する額を負担しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず、住宅建設並びに既存の住宅等において、管理者が水道普及を促進するた

めに前項の負担が適当でないと認める場合は、72,000円を1戸当たりの負担額とする。 

3 住宅建設並びに既存の住宅等において、配水管布設の申込みをし、管理者が配水補助管を布設する

場合は、工事申込者は1戸当たり210,000円を負担しなければならない。 

 資-42



4 第3項の負担によることが適当でないと管理者が認める場合には、別に定めるところによる。 

(平8公規程5・全改、平9公規程6・平12公規程2・一部改正) 

 

第5条 前条の設計額のうち、当該配水管布設地区における水需要の増大が見込まれ、管理者がこれら

に対処するための工事を同時に施行するときは、その部分にかかる経費を除いた設計額により算出す

るものとする。 

 

(負担金の納入) 

第6条 工事申込者は、負担金を当該工事の施行前までに管理者に納入しなければならない。ただし、

管理者において必要がないと認めた場合はこの限りでない。 

 

(工事費の算出基準) 

第7条 配水管布設工事費算出の基礎となる配水管の口径、埋設路線および埋設深度ならびに配水管の

材質等については、管理者が定める。 

 

第8条 配水管布設の工事の費用の額は、次の各号に掲げる費用により設計した合計額に、消費税等相

当額を加えた額とする。 

(1) 請負工事費(給水管の切替費は除く。) 

(2) 支給材料費(材料単価表の額による。) 

(3) 直営工事費 

(4) 路面復旧費(道路管理者の定めるところによる。) 

(5) 事務費(前各号の費用の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。) 

2 前項第5号の場合において管理者は、各費用の額を別に定める範囲内で端数処理して計算することが

できる。 

(昭48公規程7・平元公規程5・平8公規程5・平9公規程6・一部改正) 

 

(資産の帰属) 

第9条 この規程に基づいて布設した配水管等の施設は、すべて水道ガス部に帰属するものとする。 

(平2公規程20・一部改正) 

 

(細則) 

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

 

附 則(昭和48年4月1日公営企業管理規程第7号) 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則(平成元年4月1日公営企業管理規程第5号) 
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この規程は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成2年3月31日公営企業管理規程第20号) 

この規程は、平成2年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成8年6月1日公営企業管理規程第5号) 

(施行期日) 

1 この規程は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行前に配水管布設申請書を提出した者の工事費用の負担額は、なお従前の例による。 

 

附 則(平成9年3月31日公営企業管理規程第6号) 

この規程は、平成9年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成12年3月31日公営企業管理規程第2号) 

この規程は、平成12年4月1日から施行する。 
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７ 建築基準法施行令第１２９条の２の５（抄） 
 
第５章の４ 建築設備等 

（昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号） 

終改正:平成 17 年 11 月 7 日政令第 334 号   
（給水、排水その他の配管設備の設置及び構造）

第 129 条の２の５ 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところ 

 によらなければならない。 

 1．コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止 

  のための措置を講ずること。 

 2．構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じない 

  ようにすること。 

 3．第 129 条の３第１項第１号又は第３号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地震

時においても昇降機のかご（人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。）の昇降、かご及び

出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土

交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。 

 4．圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。 

5．水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない構造とすること。 

6．地階を除く階数が３以上である建築物、地階に居室を有する建集物又は延べ面積が 3000 平方メを

超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リ

ネンシュートその他これらに類するもの（屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国

土交通大臣が定める部分を除く。）は、不燃材料で造ること。 

 7．給水管、配電管その他の管が、第 112 条第 15 項の準耐火構造の防火区画、第 113 条第１項の防火

壁、第 114 条第１項の界壁、同条第２項の間仕切壁又は同条第３項若しくは第４項の隔壁（以下こ

の号において「防火区画等」という。）を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイ

からハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第 115 条の２の２第１項第１号に掲げ

る基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画された

パイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りで

ない。 

  イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に１メート 

   ル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。 

  ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣 

   が定める数値未満であること。 

  ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 20 分間（第 

   112 条第１項から第４項まで、同条第５項（同条第６項の規定により床面積の合計 200 平方メー 

   ートル以内ごとに区画する場合又は同条第７項の規定により床面積の合計 500 平方メートル以 

   内ごとに区画する場合に限る。）、同条第８項（同条第６項の規定により床面積の合計200平方 Ｖ 

   メートル以内ごとに区画する場合又は同条第７項の規定により床面積の合計 500 平方メートル 

   以内ごとに区画する場合に限る。）若しくは同条第 13 項の規定による準耐火構造の床若しくは 

   壁又は第 113 条第１項の防火壁にあっては１時間、第 114 条第１項の界壁、同条第２項の間仕 
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   切壁又は同条第３項若しくは第４項の隔壁にあっては 45 分間）防火区画等の加熱側の反対側に 

   火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたも 

   のであること。 

8．３階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣 

  が安全を確保するために必要があると認めて定める基準によること。 

《改正》平 12 政 211 

【告】 

【告】 

《改正》平 12 政 312 

《改正》平 17 政 192

 
２ 建築物に設ける飲料水の配管設備（水道法第３条第９項に規定する給水装置に該当する配管設備を

除く。）の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。 

1．飲料水の配管設備（これと給水系統を同じくする配管設備を含む。この号から第３号までにおい 

  て同じ。）とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。 

 2．水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっ

ては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止

のための措置を講ずること。       

 3．飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造

方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。 

   イ 当該配管設備から漏水しないものであること。 

   ロ 当該配管設備から溶出する物質によって汚染されないものであること。                 

4．給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。 

 5．給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のも

のにあっては、衛生上支障のないように有効なさび止めのための措置を講ずること。 

 6．前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造 

  方法を用いるものであること。 

《改正》平 12 政 211 

【告】

《改正》平 12 政 312

 
３ 建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第１項の規定によるほか、次に定めると

ころによらなければならない。 

 1．排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。 

 2．配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。 

 3．配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結すること。 

 4．汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。 

 5．前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構 

  造方法を用いるものであること。 
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８ 建設省告示第１５９７号 

 
建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造

とするための基準（抄） 
（昭和 50 年 12 月 20 日建設省告示第 1597 号） 

終改正 平成 12 年 5 月 30 日建設省告示第 1406 号 

建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 129 条の 2 の 5 第 2 項第六号及び第 3 項第五号の規

定に基づき、建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のな

い構造とするための構造方法を次のように定める。 

 

第 1 飲料水の配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。 

一 給水管 

イ ウォーターハンマーが生ずるおそれがある場合においては、エアチャンバーを設ける等有効なウ

ォーターハンマー防止のための措置を講ずること。 

ロ 給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点に近接した部分で、かつ、操作

を容易に行うことができる部分に止水弁を設けること。 

二 給水タンク及び貯水タンク 

イ 建築物の内部、屋上又は 下階の床下に設ける場合においては、次に定めるところによること。 

(1) 外部から給水タンク又は貯水タンク（以下「給水タンク等」という。）の天井、底又は周壁の

保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設けること。 

(2) 給水タンク等の天井、底又は周壁は、建築物の他の部分と兼用しないこと。 

(3) 内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けないこと。 

(4) 内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、次に定める構造としたマンホー

ルを設けること。ただし、給水タンク等の天井が蓋を兼ねる場合においては、この限りでない。 

(い) 内部が常時加圧される構造の給水タンク等（以下「圧力タンク等」という。）に設ける場

合を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らないように有効に立ち上げること。 

(ろ) 直径 60cm 以上の円が内接することができるものとすること。ただし、外部から内部の保

守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な給水タンク等にあっては、この限りで

ない。 

(5) (4)のほか、水抜管を設ける等内部の保守点検を容易に行うことができる構造とすること。 

(6) 圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造のオーバーフロー管を

有効に設けること。 

(7) 下階の床下その他浸水によりオーバーフロー管から水が逆流するおそれのある場所に給水

タンク等を設置する場合にあっては、浸水を容易に覚知することができるよう浸水を検知し警

報する装置の設置その他の措置を講じること。 

(8) 圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を

有効に設けること。ただし、有効容量が 2m3未満の給水タンク等については、この限りでない。 

(9) 給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料
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水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講ずること。 
ロ イの場所以外の場所に設ける場合においては、次に定めるところによること。 

(1) 給水タンク等の底が地盤面下にあり、かつ、当該給水タンク等からくみ取便所の便槽（そう）、

し尿浄化槽（そう）、排水管（給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する排水管

を除く。）、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯溜（りゅう）又は処理に供する施設まで

の水平距離が 5m 未満である場合においては、イの(1)及び(3)から(8)までに定めるところによ

ること。 

(2) (1)の場合以外の場合においては、イの(3)から(8)までに定めるところによること。 

 

第 2  排水のための配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。 

一 排水管 

イ 掃除口を設ける等保守点検を容易に行うことができる構造とすること。 

ロ 次に掲げる管に直接連結しないこと。 

(1) 冷蔵庫、水飲器その他これらに類する機器の排水管 

(2) 滅菌器、消毒器その他これらに類する機器の排水管 

(3) 給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管 

(4) 給水タンク等の水抜管及びオーバーフロー管 

ハ 雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結しないこと。 

二 排水槽（排水を一時的に滞留させるための槽をいう。以下この号において同じ。） 

イ 通気のための装置以外の部分から臭気が洩れない構造とすること。 

ロ 内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置にマンホール（直径 60cm 以上の円が内

接することができるものに限る。）を設けること。ただし、外部から内部の保守点検を容易かつ

安全に行うことができる小規模な排水槽にあっては、この限りでない。 

ハ 排水槽の底に吸い込みピットを設ける等保守点検がしやすい構造とすること。 

ニ 排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かつて 1/15以上 1/10以下とする等内部の保守点検を容

易かつ安全に行うことができる構造とすること。 

ホ 通気のための装置を設け、かつ、当該装置は、直接外気に衛生上有効に開放すること。 

三 排水トラツプ 

イ 雨水排水管（雨水排水立て管を除く。）を汚水排水のための配管設備に連結する場合においては、

当該雨水排水管に排水トラツプを設けること。 

ロ 二重トラツプとならないように設けること。 

ハ 排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を有効に防止することができる構造とすること。 

ニ 汚水に含まれる汚物等が付着し、又は沈澱しない構造とすること。ただし、阻集器を兼ねる排水

トラツプについては、この限りでない。 

ホ 封水深は、５ｃｍ以上１０ｃｍ以下（阻集きを兼ねる排水トラツプについては５ｃｍ以上）とす

ること。 

ヘ 容易に掃除ができる構造とすること。 

四 阻集器 

イ 汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のため

の配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けること。 
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ロ 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造とすること。 

ハ 容易に掃除ができる構造とすること。 

五 通気管 

イ 排水トラツプの封水部に加わる排水管内の圧力と大気圧との差によって排水トラツプが破封し

ないように有効に設けること。 

ロ 汚水の流入により通気が妨げられないようにすること。 

空気が屋内に漏れることを防止する装置が設けられている場合にあつてはない。 

六 排水再利用配管設備（公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水する前に排水を再利用する

ために用いる排水のための配管設備をいう。以下この号において同じ。） 

イ 他の配管設備（排水再利用設備その他これに類する配管設備を除く。）と兼用しないこと。 

ロ 排水再利用水の配管設備であることを示す表示を見やすい方法で水栓及び配管にするか、又は他

の配管設備と容易に判別できる色とすること。 

ハ 洗面器、手洗器その他誤飲、誤用のおそれのある衛生器具に連結しないこと。 

ニ 水栓に排水再利用水であることを示す表示をすること。 

ホ 塩素消毒その他これに類する措置を講ずること。 

 

第 3 適用の特例 

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）別表第 1(い)欄に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、

階数が 2 以下で、かつ、延べ面積が 500m2以下のものに設ける飲料水の配管設備及び排水のための配

管設備については、第 1（第一号ロを除く。）並びに第 2 第三号イ及び第四号の規定は、適用しない。

ただし、2 以上の建築物（延べ面積の合計が 500m2以下である場合を除く。）に対して飲料水を供給す

るための給水タンク等又は有効容量が 5m3を超える給水タンク等については、第 1 第二号の規定の適

用があるものとする。 
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９ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（抄） 

 

第１章 総 則 （第１条～第３条）  

第２章 特定建築物等の維持管理 （第４条～第 12 条）  

第３章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（第 12 条の３～第 12 条の５）  

第４章 登録業者等の団体の指定 （第 12 条の６～第 12 条の９）  

第５章 雑 則 （第 12 条の 10～第 14 条）  

第６章 罰 則 （第 14 条の２～第 18 条）  

  昭和 45・４・14・法律 ２０号   

改正平成６・７・１・ 法律 ８４号   

改正平成９・11・21・ 法律１０５号   

改正平成 11・７・16・ 法律 ８７号－－ 

改正平成９・11・21・ 法律１０５号－－ 

改正平成 11・12・22・ 法律１６０号－－ 

改正平成 13・12・14・ 法律１５６号－－ 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事

項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上

及び増進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等

の用に供される相当程度の規模を有する建築物（建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第

１号に掲げる建築物をいう。以下同じ。）で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管

理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。 

２ 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。 

（保健所の業務） 

第３条  保健所は、この法律の施行に関し、次の業務を行なうものとする。 

1． 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普

及を図ること。 

2． 多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及

び環境衛生上必要な指導を行なうこと。 

 

第２章 特定建築物等の維持管理 

（建築物環境衛生管理基準） 

第４条 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する

ものは、政令で定める基準（以下「建築物環境衛生管理基準」という。）に従って当該特定建築物

の維持管理をしなければならない。 

２ 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、こん虫等  
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の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。 

３ 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者 

で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該

建築物の維持管理をするように努めなければならない。 

（特定建築物についての届出） 

第５条 特定建築物の所有者（所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者が 

あるときは、当該権原を有する者）（以下「特定建築物所有者等」という。）は、当該特定建築物

が使用されるに至つたときは、その日から１箇月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、

当該特定建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の

氏名その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあって

は、市長又は区長。以下この章並びに第 13 条第２項及び第３項において同じ。）に届け出なけれ

ばならない  

２ 前項の規定は、現に使用されている建築物が、第２条第１項の政令を改正する政令の施行に伴

い、又は用途の変更、増築による延べ面積の増加等により、新たに特定建築物に該当すること

となつた場合について準用する。この場合において、前項中「当該特定建築物が使用されるに

至つたとき」とあるのは、「建築物が特定建築物に該当することとなつたとき」と読み替える

ものとする。 

３ 特定建築物所有者等は、前２項の規定による届出事項に変更があつたとき、又は当該特定建築

物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなつたときは、その日から１箇月以内

に、その者を都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 都道府県知事は、特定建築物のうち政令で定めるものについて前３項の規定による届出を受け

たときは、その旨を都道府県労働局長に通知するものとする。 

（建築物環境衛生管理技術者の選任） 

第６条 特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督

をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者の

うちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。 

２ 建築物環境衛生管理技術者は、当該特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従っ    

て行なわれるようにするため必要があると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者そ

の他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、意見を述べることが

できる。この場合においては、当該権原を有する者は、その意見を尊重しなければならない。 
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１０ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（抄） 

 

（昭和４５年１０月１２日政令第３０４号） 

昭和 45・10・12・政令３０４号   

改正平成６・３・24・政令 ６４号－－ 

改正平成９・３・24・政令 ５７号－－ 

改正平成 12・３・17・政令 ６５号－－ 

改正平成 12・６・７・政令３０９号－－ 

改正平成 14・10・11・政令３０９号－－ 

改正平成 15・12・19・政令５３３号－－ 

改正平成 16・３・19・政令 ４６号－－ 

終改正：平成１６年３月１９日政令第４６号（建築物環境衛生管理基準） 
内閣は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律 （昭和４５年法律第２０号）第２条第１項 、

第４条第１項 、第７条第５項 、第８条第４項 及び第９条第３項 の規定に基づき、この政令を制定す

る。 

（特定建築物） 

第１条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下「法」という。）第２条第１項の政令で

定める建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積（建築基準法施行令（昭和 25 年

政令第 338 号）第２条第１項第３号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。）が 3000 平方メート

ル以上の建築物及び専ら学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する学校の用途に供され

る建築物で延べ面積が 8000 平方メートル以上のものとする。 

  1．興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 

  2．店舗又は事務所 

  3．学校教育法第１条に規定する学校以外の学校（研修所を含む。） 

  4．旅館 

（建築物環境衛生管理基準）  
第２条 法第４条第１項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

１．空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 

   イ 空気調和設備（空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給（排出を含む。以下

この号において同じ。）をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。）を設けている場合は、厚

生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項 

        がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又 

        は流量を調節して供給をすること。 

１ 浮遊粉塵の量 空気１立方メートルにつき 0.15 ミリグラム以下 

２ 一酸化炭素の

含有率 

1000000 分の 10（厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあって

は、厚生労働省令で定める数値）以下 

３ 二酸化炭素の

含有率 

1000000 分の 1000 以下 
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４ 温度 

１ 17 度以上 28 度以下 

２ 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくし

ないこと。 

５ 相対湿度 40 パーセント以上 70 パーセント以下 

６ 気流 0.5 メートル毎秒以下 

７ ホルムアルデ

ヒドの量 

空気１立方メートルにつき 0.1 ミリグラム以下 

 

   ロ 機械換気設備（空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。）

を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第１号か

ら第３号まで、第６号及び第７号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基

準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。 
   ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項に

ついての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。 
   ニ 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によって居

室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。 
  ２．給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。 

   イ 給水に関する設備（水道法（昭和 32 年法律第 177 号）第３条第９項に規定する給水装置を

除く。ロにおいて同じ。）を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水

を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第４条の規定による水質基準

に適合する水を供給すること。 

   ロ 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生

労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を

講ずること。 

   ハ 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当

該設備の補修及び掃除を行うこと。 
３．清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物（ロにおいて「ねずみ等」という。）の防除

は、次に掲げるところによること。 

   イ 厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること。 

ロ 厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。 
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１１ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（抄） 
 
（昭和４６年１月２１日厚生省令第２号） 

終改正：平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 （昭和四十五年法律第二十号）第五条第一項 、      

第六条第一項 、第七条第一項第一号 及び同条第五項 、第八条第三項 及び第四項 、第十条 、第十一  

条第一項 及び第十二条 並びに建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 （昭和四十五年 

政令第三百四号）第二条第一号 イの表の第二号及び同条同号 ハの規定に基づき、並びに同法 を実施 

するため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則を次のように定める。 

第一章 特定建築物の維持管理（第一条―第二十二条）  

第二章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録（第二十三条―第三十三条）  

第三章 登録業者等の団体の指定（第三十四条―第三十六条）  

第四章 雑則（第三十七条）  

 附則  

特定建築物の維持管理  

 

（飲料水に関する衛生上必要な措置等）  

第４条  令第２条第二号 イに規定する水の供給は、次の各号の定めるところによる。  

一  給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一（結合残留塩素の場合は、

百万分の〇・四）以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染

されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を

多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、百万分の

〇・二（結合残留塩素の場合は、百万分の一・五）以上とすること。  

二  貯水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置  

三  水道法第３条第二項 に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第六項 に規定する専用水

道から供給を受ける水のみを水源として前条に規定する目的のための水（以下「飲料水」という。）

を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。  

イ 水質基準に関する省令 （平成十五年厚生労働省令第百一号。以下「水質基準省令」という。）

の表中一の項、二の項、六の項、十の項、三十一の項、三十三の項、三十四の項、三十七の項、

三十九の項及び四十五の項から五十の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以内ごと

に一回、定期に、行うこと。 

ロ 水質基準省令 の表中九の項、二十一の項から三十の項までの項の上欄に掲げる事項について、

毎年、測定期間中に一回、行うこと。 

四  地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合は、

当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。  

イ 給水を開始する前に、水質基準省令 の表の上欄に掲げるすべての事項について行うこと。 

ロ 水質基準省令 の表中、一の項、二の項、六の項、十の項、三十一の項、三十三の項、三十四

の項、三十七の項、三十九の項及び四十五の項から五十の項までの項の上欄に掲げる事項につ

いて、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと。 

ハ 水質基準省令 の表中九の項、二十一の項から三十の項までの項の上欄に掲げる事項について、
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毎年、測定期間中に一回、行うこと。 

ニ 水質基準省令 の表中十三の項、十五の項から二十の項までの項及び四十四の項の上欄に掲げ

る事項について、三年以内ごとに一回、定期に、行うこと。 

五  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、

水質基準省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。  

六  第四号に掲げる場合においては、特定建築物の周辺の井戸等における水質の変化その他の事情

から判断して、当該飲料水について水質基準省令 の表の上欄に掲げる事項が同表の中欄に掲げ

る基準に適合しないおそれがあるときは、同表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検

査を行うこと。  

七  遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ七日以内、一年以内ごとに一回、定期に、

行うこと。  

八  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、

その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること。  

 
２  令第二条第二号 イの規定により給水に関する設備を設けて飲料水を供給する場合は、同号 イに

定める基準に適合する水を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これら

の設備の維持管理に努めなければならない。  
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１２ 給水管統合および配水管布設申請について 

 

1 給水管統合工事（別紙：給水管統合承諾書） 

  アパート等の営利を目的とする建物の給水装置工事申込に際して、同一路線内に給水管が輻輳化す

ることを防ぐため、または将来の需要家増加に対応するために配水管を布設する。費用負担は、土工

事費用を需要家が負担し、管材料費用および配管労務費用を上下水道部で負担する。 

 

2 給水管増径工事（別紙：給水管増径承諾書） 

  32 条協議に伴う給水装置工事申込に際して、既設配水管の水量不足解消のために配水管を布設する。

費用負担は、開発行為で移管される口径の配管材料費･配管労務費･土工事費を申込者（開発者）が負

担し、口径増径に伴って増加した配管材料費･配管労務費･土工事費を上下水道部で負担する。 

 

3 配水管布設工事 

1） 申請工事関係（別紙：配水管布設申請書） 

   ３戸以上の配水管布設申請に際して、１戸当り 72,000 円の負担金を徴収して新規配水管布設を

おこなうもの。 

 

2） 配水補助管制度（別紙：配水管布設申請書、寄付願） 

   ２戸以下の一般戸建住宅の配水管布設申請に際して、１戸当り 210,000 円の負担金を徴収して新

規配水補助管布設（φ40mm またはφ25mm）をおこなうもの。ただし、水質保持の観点から布設延長

は 60m までとし、営利目的の物件の場合は除く。60m 以上については需要家の負担で、同口径･同材

質の管を給水管として布設し、工事完了後、上下水道部へ寄付するものとする。 

配水補助管申請に際して、上下水道部において、将来の需要予測等の観点から、φ50mm 以上の配水

管を布設する方が適していると判断された場合には、布設延長60mを限度として配水管を布設する。

60m 以上については、水質保全の観点から別途検討を行って管径を決定し、工事完了後、上下水道

部へ寄付するものとする。 
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１３．私道への配水支管布設取扱要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、水道法（昭和３２年法律第１７７号 以下「法」という。）第３条第  
 １１号に規定する給水区域内の私道に配水支管を布設する場合の取扱について必要な事

項を定めるものとする。 
（定義） 
第２条 この要綱について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める 
   ところによる。 

（１） 公道 道路法（昭和２７年法律第１８０号）に規定する道路及び公法人により

道路として一般の用に供されている道路をいう。 
（２） 私道 前号に規定する公道以外の道路で、不特定多数の人が通行する場所をい

う。 
（３） 配水支管 配水本管から分岐し、直接給水管を取付ける配水管口径φ５００～

φ５０をいう。 
（布設要件） 
第３条 私道に配水支管を布設するには、次の各号に掲げる要件が備わっていなければな 
   らない。 

（１） 道路の一端が公道に接していること。 
（２） ３戸以上の家屋が、当該私道を利用し、かつ、当該家屋が同一人の所有に属さ

ないこと。ただし、公共施設等は、この限りでない。 
（３） 私道の所有者が配水支管の布設を承諾していること。 
（４） 私道の使用貸借期間は、当該配水支管の用途を廃止するまでとし、かつ使用料

が無償であること。 
（５） 私道の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物件その他の権利を設定

し、譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し、

配水支管布設部分の使用権を受継がせる旨の確約が得られること。 
（６） 当該配水管布設後において、給水管の新設、増設、改造又は撤去の工事が生じ

た場合の土地利用については、私道敷使用貸借契約に含まれている旨の確約が

得られていること。 
２  企業管理者が特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、配水 
   支管を布設することができる。 

（布設申請） 
第４条 私道に配水支管の布設を希望する者は、配水支管布設申請書（第１号様式）に次 
   に掲げる書類を添えて、企業管理者に提出しなければならない。 

（１） 配水支管埋設の希望者名簿（第２号様式） 
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（２） 私道に隣接する家屋の配置図、申請箇所周辺の見取図 
（３） その他企業管理者が必要と認める書類 

（可否の決定） 
第５条 企業管理者は、前条の申請を受けたときは、内容を審査したうえ敷設の可否を決

定し、配水支管布設可否決定通知書（第３号様式）により申請者に通知する。 
（使用貸借契約の締結） 
第６条 企業管理者は、前条の決定をしたときは、私道の所有者と私道敷の使用貸借契約

（第４号様式）を締結するものとする。 
（用途の廃止及び布設替） 
第７条 私道の所有者は、事情の変更により当該配水支管の用途の廃止又は布設替を必要

とするときは、他の私道所有者及び当該配水支管の利用者の同意書を添えて企業管

理者に申請し、企業管理者の許可を受けなければならない。 
  ２ 前項の規定による用途の廃止又は布設替に要する経費は、当該私道所有者の負担

とする。 
（補則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
  附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ 現に私道への配水支管が布設されているものの取り扱いについては、なお従前のとお

りとする。 
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（第１号様式） 
 

配 水 支 管 布 設 申 請 書 

 
平成  年  月  日 

 
 

久留米市企業管理者              殿 
 
 

申請人 
住 所       町     番地 
氏 名              印 

                     電 話 
 
 
 
 久留米市      町        私道路敷内に配水支管が布設されておりませ 
んので、配水支管を布設していただくよう別紙必要書類を添えて申請します。 
 なお、将来においても私道敷内配水支管の適正な維持管理を妨げないことを約束いたし 
ます。又、土地所有者が私道敷使用貸借契約書に違反したときは、申請者の責任において 
解決いたします。 
  
 

① 配水支管埋設の希望者名簿 
② 私道部分周辺の字図（法務局） 
③ 私道部分の登記簿謄本（法務局） 

必要書類   ④ 私道敷使用貸借契約書 
⑤ 配水支管布設申請書 
⑥ 私道道部分の家屋の配置図 
⑦ 申請箇所周辺の見取図 
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（第２号様式） 
 

配 水 支 管 埋 設 の 希 望 者 名 簿 

  
   家  屋  の  所  有  者        私道部分の 
                       印   家屋配置図    摘  要 
  住    所     氏    名        （配置番号） 
 
     町 
 
     町 
 
     町 
 
     町 
 
     町 
 
     町 
 
     町 
 
     町 
 
     町 
 
     町 
 
     町 
 
     町 
 
     町 
 
     町 
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（第３号様式） 
企水サ 第     号 
平成  年  月  日 

 

                   殿 

久留米市企業管理者 
 
 

私 道 配 水 管 布 設 に つ い て（通 知） 
 
  貴殿よりの配水管布設申請については、平成  年  月  日土地所有者

との土地使用貸借契約が締結されたので、下記のとおり通知いたします。 
 
 

記 
 
１） 所在地 
 
２） 使用面積             
 
３） 土地所有者 
 
４） 管 口 径     φ     ㎜を布設いたします。 
 
５） 工事予定    平成  年  月  日 
 
６） 負担金 
 
７） 納入期限    平成  年  月  日 
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（第４号様式） 

私 道 敷 使 用 貸 借 契 約 書 

 久留米市企業局（以下「甲」という）と          （以下「乙」という）は、 
私道敷の使用貸借について、次のとおり契約を締結する。 
 
第１条 乙は、その所有する私道敷のうち、次の部分（以下「貸付土地」という）を水道

敷用地として甲に無償で貸し付ける。 
 
   所   在   地    地   目    貸 付 面 積     位  置 
 
      町    番地                 ㎡   別図のとおり 
 
 
 
 
第２条 貸付土地の使用貸借期間は、水道敷としての用途を廃止するまでとする。 
 
第３条 乙が貸付土地の所有権を第三者に譲渡する場合は、乙は譲受人に対し、この契約

に基づき甲が有する土地使用貸借権を継承させなければならない。 
 
第 4 条 甲は、配水支管布設後、第三者から給水管の新設、増設、改造又は撤去の工事が

生じた場合の土地使用承諾については、この契約に含まれるものとし、新たな乙

への土地使用承諾については、不要とする。 
 
第５条 乙は、貸付土地の上に工作物を建築しないものとする。 
 
第６条 乙の都合により、配水支管の布設替または布設廃止を要する場合は甲に願い出て 
   その許可を受けるとともに当該布設替または布設廃止に要する経費は、乙の負担と 
   する。 
 
第７条  乙は、貸付土地に布設され配水支管に、他地区の配水支管が連結されても甲に異議 

を申し立てないものとする。 
 
第８条  甲は、乙がこの契約に違反したときは、配水支管を撤去することができる。 
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第９条  前各条に記載のない事項その他、この契約に疑義のある事項は、その都度甲乙協議 
の上定めるものとする。 
 

  上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自その 1
通を保有する。 

 
       年  月  日 
 
  甲  久留米市企業局 
 
       企業管理者                 印            
 
 
  乙  住 所 
 
     氏 名                     印 
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私道への配水支管布設取扱要綱について 

 
 私道の配水支管については、申請に基づき、一定の要件を備えていれば、企業管理者が

私道所有者と使用貸借契約を交わして、企業管理者が配水支管を布設し、給水区域内で

の未布設地域、スポット区域の普及促進及び有収率の向上、又給水管の出水不良の解消

に努め、市民の生活環境の向上を図っていくものです。 
 
 
私道の定義     不特定多数の人が通行する場所 
 
主な布設要件    １ 私道に隣接した土地に 3 戸 
           以上の家屋があること。           ２ 
          ж 利用家屋は通常 3 戸以上                   B 
 
          ２ 私道隣接家屋の所有者が単      １          3 
           独でないこと                         A   私  C 
 
          ３ 公共施設に通じる私道には         道 
           戸数制限なし 
 
                            公 道 
 
                                                     私道配水支管利用家屋数 3 戸   
                               1 ～ ３ 
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手  続  方  法 

 
  私道利用家屋など関係者の協議 

① 配水支管埋設の希望者名簿に家屋所有者が押印してください。 
 

代表者（上下水道部への申請者）の選出 
 
  私道敷所有者調べ 
     ② 字図と ③ 登記簿謄本を法務局より取り寄せてください。 
 
  私道敷所有者との協議 
     ④ 私道敷使用貸借契約書（2 通）に押印していただいてください。 
 
  上下水道部への申請 

⑤ 配水支管布設申請書を提出してください。 
（添付書類）①、②、③、④ 
⑥私道部分の家屋配置図 

       ⑦申請箇所周辺の見取図 
 
  上下水道部の布設決定 
     配水支管布設可否決定通知書を申請者へお渡しします。 
     私道敷使用貸借契約書に企業管理者印を押印し、1 通を代表者 
     を通じ、土地所有者へお渡しします。 
 
  宅地内給水装置工事 
     水道指定工事店により家屋所有者が施工していただきます。 
 
  維 持 管 理 
     私道敷内配水支管並びに宅地内の第 1 止水栓迄は市が維持管理します。 
     第 1 止水栓以降の給水装置は需要家で維持管理してください。 
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１４.宅地内漏水の修繕費用負担基準 

（目 的） 
第１条 この基準は、宅地内漏水の修繕範囲を定めるもので、第一止水栓から量水器まで  
   の漏水修繕の費用を局負担とし、早期修繕により有効率の向上と需要家サービスの 
   向上を図るものである。 
 
（用語の定義） 
第２条 この基準において用いる用語を次のように定める。 

（１） 自然漏水とは、人的要因が無く腐食、土圧、振動等により、自然に発生した漏 
 水を言う。 

 
（基本事項） 
第３条 第一止水栓以降の給水管は需要家の財産であるが、屋外設置の量水器までの自然 
   漏水については、局の費用で修繕する。 
  ２ 修繕については、需要家の同意を得て掘削・修繕するものとする。又、第三者の 
   同意を必要とする場合は、需要家において同意を得るものとする。もし、同意が得 
   られない場合は需要家の責任に於いて修繕するものとする。 
  ３ 屋内に設置された量水器においては、建物等の１ｍ手前までとする。 
  ４ 民地内の路面復旧、植木の移植等は需要家の負担とする。 
 
（基準外の事項等） 
第４条 この基準に定めのない事項またはこの基準により難い事項については、管理者が 
   別に定める。 
 
附則 
    この基準は、平成１１年４月１日から実施する。 
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１５.貯水槽式が必要な箇所を定める要綱 

 （趣旨） 

第1条 この要綱は、久留米市水道条例施行規程（昭和４４年久留米市公営企業管理規程第１

３号）第３条第１項ただし書に基づき給水方式を貯水槽式とする箇所に関し定めるものとす

る。 

 

 （適用範囲） 

第２条 この要綱は、久留米市水道条例（昭和３５年久留米市条例第１３号）第５条に規定さ

れた給水装置工事について適用する。 

 

 （事前協議） 

第３条 管理者は、給水装置工事申込書が提出される前に給水装置工事事前協議書により、需

要者（給水装置の所有者をいう。以下同じ。）と給水方式等について協議する。 

 

 （給水方式を貯水槽式とする箇所） 

第４条 久留米市水道条例施行規程第３条第１項ただし書に基づき給水方式を貯水槽式とする

箇所は、別表に定める箇所とする。 

 

 （同時使用水量の算定） 

第５条 同時使用水量の算出の方法は、給水装置設計施工指針第３章２．１設計水量で示した

とおり算出する。 

 

 （貯水槽式とするものの例外） 

第６条 給水方式を貯水槽式とする箇所（別表第１項建物用途の欄に規定する各建物に限る。）

のうち、その箇所の同時使用水量により求められた取出管の口径が５０ミリメートル未満の

ものは、管理者と需要者の協議により直結給水とすることができる。 

２ 前項の規定により直結給水とする場合は、管理者は、需要者から直結給水についての申請

書の提出を受け、当該協議が整った場合は承諾書により通知するものとする。 

３ 前項の直結給水についての申請書の提出は、次の各号に掲げる場合にあっては省略するこ

とができる。 

 (1) ２４時間営業又は深夜営業を行う建物であって、その箇所の同時使用水量により求めら

れた取出管の口径が２５ミリメートル未満のもの 

 (2) 前号に定めるもの以外の建物であって、その箇所の同時使用水量により求められた取出

管の口径が４０ミリメートル未満のもの 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年６月３日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

給水方式を貯水槽式とする箇所 

項 建 物 用 途 備  考 

１ (1) 飲食店その他の店舗 

(2) ボーリング場、スケート場、水泳

場、ゴルフ場、バッティング練習

場、カラオケ店、麻雀店、パチン

コ店、ゲームセンター、劇場、映

画館、演芸場、キャバレー、ダン

スホール等 

(3) 病院（救急指定及び入院・手術・

透析施設を有する病院以外の病

院）、公衆浴場、老人ホーム、身体

障害者福祉ホーム等、老人福祉セ

ンター、児童厚生施設等 

(4) コインランドリ－ 

(5) 高等学校、大学、高等専門学校 

(6) 上記用途と住宅、事務所等が混在

する併用建物 

 

２ 

 

 

受 

 

 

 

水 

 

 

 

槽 

(1) ホテル、旅館、結婚式場、葬祭場

(2) 個室付き浴場 

(3) 病院（救急指定及び入院・手術・

透析施設を有する場合） 

(4) クリーニング業（有毒薬品取扱い

施設）、工場（有毒薬品取扱い施

設・精密機械取扱い施設・24 時間

操業・食品製造加工）、火薬・石油

類・ガスなどの危険物の貯蔵処理

施設（有毒薬品を取扱い施設） 

(5) 利用目的が不明な建物、避難所指

定施設 

(6) 上記用途と住宅、事務所等が混在

する併用建物 

・有毒薬品取扱い施設で、逆流によ

り配水管の水を汚染する恐れがな

いことが明らかな場合は除く。 

・井水との併用により、水道水の使

用部分が代替等の措置が図られ、

施設の業務機能に障害を来たさ

ない場合は除く。 

 



１６．久留米市貯水槽水道に関する要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、久留米市水道条例（昭和３５年久留米市条例第１３号。以下「条例」

という。）及び久留米市水道条例施行規程（昭和４４年久留米市企業管理規程第１３号。

以下「規程」という。）に定める貯水槽水道に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによるものとする。 

(1) 貯水槽水道 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）第１４条第２項第５号

に定める貯水槽水道をいう。 

(2) 簡易専用水道 

 法第３条第７項に定める簡易専用水道をいう。 

(3) 小規模貯水槽水道 

 条例第３５条の３第２項に定める小規模貯水槽水道をいう。 

(4) 設置者 

 貯水槽水道の所有権を有するもの又は管理権限を有する者をいう。 

(5) 貯水槽 

 貯水槽、高置水槽、圧力水槽等をいう。 

(6) 衛生行政 

 久留米市役所健康福祉部保健所衛生対策課をいう。 

 

 （小規模貯水槽水道の管理の状況に関する検査） 

第３条 規程第１５条の２第２項に規定する管理者が認めるものは、別表に掲げるものと

する。 

 

 （貯水槽水道の設置状況の把握） 

第４条 管理者は、貯水槽水道を設置し、変更し、又は廃止しようとする者に対し、貯水

槽水道設置･変更･廃止届（第１号様式）の提出を求め、給水区域内の貯水槽水道の設置

状況の把握に努めなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定による届出及び条例第３５条の３第３項の規定による設置者か

らの報告により、貯水槽水道管理台帳を整備するものとする。 

 

 （設置者に対する指導） 

第５条 設置者が条例第３５条の３に規定する措置等を行わないと認める場合において

行政指導を行うときは、当該設置者から事情を聴取し、又は現地の状況を確認しなけれ
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ばならない。 

２ 行政指導は、設置者（その代理人を含む。）の立会いを求めた上で、現地において行

うことを原則とする。 

３ 行政指導は、貯水槽水道現地調査指導票（第２号様式）を作成し、それを設置者（そ

の代理人を含む。）に交付することにより行わなければならない。 

４ 行政指導を行ったときは、その内容等を遅滞なく管理者に報告しなければならない。 

５ 管理者は、行政指導の結果、必要があると認めるときは、条例第３５条の２第１項の

規定に基づき設置者に改善を求める勧告を行うものとする。 

６ 行政指導を行おうとする場合において、設置者から事情を聴取し、若しくは現地の状

況を確認することができないとき、又は前項の勧告を行った後もなお、改善が認められ

ないときは、管理者は、衛生行政に対し、設置者への指導を行うよう要請を行うととも

に、その状況を改善するために必要な措置を講じなければならない。 

 

 （異常発生時の措置） 

第６条 管理者は、貯水槽水道の設置者に対し、貯水槽水道に異常があったときは、直ち

にその旨を報告するよう指導するものとする。 

２ 管理者は、前項の報告があったときは、当該設置者に対し、次に掲げる措置を講ずる

よう指導するものとする。 

(1) ただちに給水を停止し、当該貯水槽水道の利用者にその水を利用することが危険

であることを周知すること。 

(2) 速やかに汚染の原因を除き、当該貯水槽水道の復旧を図ること。 

(3) 給水停止等の措置をとった場合は、代替水の確保に努めること。 

(4) 当該貯水槽水道が復旧した後は、水質検査を行って飲料水の安全を確保してから、

給水を開始すること。 

３ 管理者は、第１項の報告があったときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

(1) 前項の規程により、当該貯水槽水道の設置者を指導すること。 

(2) 報告の内容を正確に把握すること。 

(3) 報告の内容及びその処理状況を衛生行政に連絡し、汚染調査、設置者に対する指

導又は代替水の確保が円滑に行えるようにすること。 

 

 （貯水槽水道の利用者に対する情報提供） 

第７条 管理者は、貯水槽水道利用者から水質等についての相談があった場合は、速やか

に必要な調査を行い、その調査結果のうち必要な情報を利用者に提供するものとする。 

２ 管理者は、前項の規定による調査の結果、水質的な異常や施設に問題があると認める

場合には、第５条の規定により設置者に対する指導を行うものとする。 

 

 （その他） 

資－70 



第８条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定

める。 

 

   附則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

 

別表 

久留米市水道条例施行規程第１５条の２第２項に規定する管理者が認めたもの 

水道法第２０条第３項の規定による厚生労働大臣の指定機関 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の

２第１項第４号の登録を受けたもの 
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１７.久 留 米 市 企 業 局 手 数 料 取 扱 要 綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、久留米市水道条例（昭和３５年久留米市第１３号。以下「条例」という。）第

３０条に規定する給水装置工事手数料について必要な事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、条例の例による。 

 

（手数料の徴収基準） 

第３条 手数料は、次の各号に定める工事の申込みを行う者から、当該各号に定める基準にもとづき

徴収する。 

(1) 給水装置工事の新設工事 

新設の建物又は既設の建物で居住者が水道を使用していなかったものに、新たに給水装置を

設置する工事の場合は、設置される給水装置の給水管口径に応じて、手数料を徴収する。 

(2) 給水装置工事の改造工事 

給水管の増径、管種変更、給水栓の増設など、給水装置の原形に変更を加える工事の場合は、

変更後の給水装置の給水管口径に応じて、手数料を徴収する。 

(3) 給水装置工事の撤去工事 

給水装置の全部を取除く工事の場合は、給水装置の個数に応じて、手数料を徴収する。 

 

（手数料の額） 

第４条 手数料の額は、条例別表第４に定める額とする。 

 

（手数料の納入） 

第５条 管理者は、手数料を徴収するため納入通知書を発行する。 

 

（手数料の特例） 

第６条 次の各号に掲げる場合は、手数料は徴収しない。 

(1) 修繕工事の場合 

(2) 貯水槽以下設備工事の場合 

(3) その他管理者が特に必要があると認めた場合 



資－73 

 

（手数料の還付） 

第７条 条例第３０条第３項の特別の理由とは次の各号に掲げる場合とする。 

(1) 自然災害により給水装置工事の継続が不可能と認められるときで、申請者から中止の届出が

あった場合 

(2) 企業局に起因する給水装置工事の変更により手数料の減額があった場合 

(3) その他管理者が特に必要があると認めた場合 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

 

 

附 則 

 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 



 
１８.久 留 米 市 企 業 局 手 数 料 取 扱 要 綱 の 解 説 

 
（趣 旨） 

第１条 この要綱は、久留米市水道条例（昭和３５年久留米市第１３号。以下「条例」と

いう。）第３０条に規定する給水装置工事手数料について必要な事項を定めるものと

する。 

 
 
 
 
 
 
◆ 水道条例第３０条の趣旨 

  給水装置の工事を申し込む者は、当該工事の給水管の口径で別表第４に掲げる口径の区分に応じ、

同表に定める基準額に基づき算出した手数料の額を納付しなければならない。手数料は還付しない。

ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。 
 

（定 義） 
第２条 この要綱において使用する用語の意義は、条例の例による。 

 
 
 
 
 

（手数料の徴収基準） 

第３条 手数料は、次の各号に定める工事の申込みを行う者から、当該各号に定める基準に

もとづき徴収する。 

(1) 給水装置工事の新設工事 

新設の建物又は既設の建物で居住者が水道を使用していなかったものに、新たに給

水装置を設置する工事の場合は、設置される給水装置の給水管口径に応じて、手数料

を徴収する。 

(2) 給水装置工事の改造工事 

給水管の増径、管種変更、給水栓の増設など、給水装置の原形に変更を加える工事

の場合は、変更後の給水装置の給水管口径に応じて、手数料を徴収する。 

(3) 給水装置工事の撤去工事 

給水装置の全部を取除く工事の場合は、給水装置の個数に応じて、手数料を徴収す

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 徴収基準 

給水装置工事の申請（新設・改造）に伴い、取扱う配管の最大口径に応じて、手数料を徴収する。 

なお、給水装置の個数（メータ個数）を徴収対象の基準個数とする。 

１）一般住宅の場合 

一般住宅では、通常取扱い口径φ20 であり、3,000 円の手数料となる。 
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２）集合住宅等について 

集合住宅等では通常、複数の給水装置（各戸メータ）となり、各給水装置の取扱う口径により、

手数料額×個数で算出する。 

例）取出し口径φ40 の集合住宅１０戸（φ20）＋共用散水１個（φ13）のケース 

10,000＋3,000×（11-1）＝40,000 円 となる。 

※ 取出し口径φ40 により 10,000 円と、メータ個数φ13・φ20（給水装置の数）で 3,000 円×

11 個だが、取出し部で一度徴収しており 1個分を差引くものとする。 

３）撤去工事 

撤去工事の場合、取扱配管口径等に関係なく、撤去する給水装置の個数に応じ、１箇所に付き

1,000 円を徴収する。 

４）給水管の移管（開発行為）、寄付（ミニ開発等）の対応について 

開発行為等で、給水管が移管（開発の条件）される場合は、移管される給水管については手数料

の徴収対象としない。また、ミニ開発等でも、給水管を完成後寄付される場合は、手数料の徴収対

象としない。ただし、 寄付は申請者の意思であり、完成後寄付されない場合は手数料を徴収する。 

５）大管からの分岐について 

給水主管（大管）から、給水管（小管）を支管分岐等（チーズ）する場合は、給水主管（大管）

は手数料の徴収対象としない。但し、給水主管（大管）を延長して取出しを行う場合は手数料の徴

収対象となる。 

６）消火栓の設置について 

開発に伴う消火栓設置は、手数料の徴収対象（完成後、消防へ帰属されるため）としない。 

 

（手数料の額） 
第４条 手数料の額は、条例第３０条別表第４に定める額とする。 

 
 
 
 
◆ 手数料の額 

給水装置の工事をするとき。 
給 水 装 置 工 事 手 数 料 
１３～２５ミリメートル  ３，０００円 

４０～５０ １０，０００円 給水管の口径 
７５以上 ２０，０００円 

・撤去工事のみの場合は、本表にかかわらず１，０００円とする。 
・取扱う配管口径の最大が３０ミリメートルの場合は、１３～２５ミリメートルの手

数料３，０００円を徴収する。 
 
 

（手数料の納入） 
第５条 管理者は、手数料を徴収するため納入通知書を発行する。 
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◆ 納入通知書は水道施設サービス課が発行し、納入期限は調定日より３週間以内で運用している。 
 

（手数料の特例） 

第６条 次の各号に掲げる場合は、手数料は徴収しない。 

(1) 修繕工事の場合 

(2) 貯水槽以下設備工事の場合 

(3) その他管理者が特に必要があると認めた場合 

 
 
 
 
 
 
 
◆手数料の特例について 
１）修繕工事とは 
給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓等の部分的な破損箇所を修理する工事をいう。 

２）貯水槽水道について 
貯水槽以下施設（各戸検針各戸徴収物件を含む）は給水装置ではなく、貯水槽以下設備での工事

は手数料の徴収対象とならない。但し、受水槽までの設備は給水装置であり、取出し部から受水槽

入口までの工事（新設・改造）では、取扱う配管の口径により手数料が徴収される。 
また、既存施設等（貯水槽水道）を直結式（増圧式含む）へ改造（受水槽の撤去）を行う際は、

既存の受水槽以下設備が給水装置となるため、各戸の給水装置を改造しなくとも、各戸検針各戸徴

収（局メータ設置）している場合、その個数に応じて配管の口径により手数料を徴収する。 
 

（手数料の還付） 

第７条 条例第３０条第３項の特別の理由とは次の各号に掲げる場合とする。 

(1) 自然災害により給水装置工事の継続が不可能と認められるときで、申請者から中止

の届出があった場合 

(2) 企業局に起因する給水装置工事の変更により手数料の減額があった場合 

(3) その他管理者が特に必要があると認めた場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 給水装置工事の申請者の都合等で、工事が中止された場合などでは、手数料の還付は行わな

い。また、中止届提出の段階で手数料が納入されていない場合は、手数料の納付が必要とな

る。 

（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定め

る。 

 
 
 
 
 

附 則 
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
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１９.久 留 米 市 企 業 局 加 入 金 取 扱 要 綱 

 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、久留米市水道条例（昭和３５年久留米市第１３号。以下「条例」という。）第

２９条に定める加入金の取扱について必要な事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、条例の例による。 

 

（加入金の徴収基準） 

第３条 加入金は、給水装置工事の申込みを行う者から徴収するものとし、その徴収基準は次の各号

に定めるところによる。 

(1) 給水装置の新設工事 

ｱ 給水装置を新設する場合は、当該給水装置に設置する市のメーターの口径に応じて、加入金

を徴収する。 

ｲ 貯水槽方式建物を新設する場合は、当該貯水槽に接続する給水装置に設置した市の親メータ

ーの口径に応じて、加入金を徴収する。 

(2) 給水装置の改造工事  

ｱ 増 径 

市のメーターの増径を伴う改造工事の場合は、新たに設置する市のメーター（以下「新メ

ーター」という。）の口径に係る加入金の額と、既に設置していた市のメーター（以下「旧メ

ーター」という。）の口径に係る加入金の額との差額を徴収する。 

ｲ 統合による増径 

既設の２個以上の給水装置を１個に統合する場合で、新メーターの口径に係る加入金の額

が、旧メーターの口径に係る加入金の合計額より大きいときは、差額を徴収する。 

ｳ 分割による個数の増加 

既設の１個の給水装置を同じ敷地内で２個以上の給水装置に分割し、市のメーターの個数

が増加する改造工事の場合（同時申込の場合に限る）で、新メーターの口径に係る加入金の

合計額が、旧メーターに係る加入金の額より大きいときは、差額を徴収する。 

ｴ 貯水槽の廃止による個数の増加  

１個の市のメーターに接続する貯水槽により、２戸以上に給水しているものが、当該貯水

槽及び市のメーターを廃止し、各戸に市のメーターを設置する工事の場合、新メーターの口

径に係る加入金の合計額が、旧メーターに係る加入金の額より大きいときは、差額を徴収す

る。 

２ 前項第２号の場合において、給水装置に接続するメーターを現認することができないときの取

扱いは次のとおりとする。 

 

(1) 企業局が管理する台帳その他の記録及び現状等により、過去に市のメーターを設置したこと
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が確認できるときは、当該記録に基づき旧メーターの口径を認定する。 

(2) 既設準備管は、メーターが設置されておらず給水装置の新設工事として取扱う。 

 

（加入金の額） 

第４条 加入金の額（消費税等相当額を含む。）は、条例別表第３に定める額とする。 

 

（加入金の納入） 

第５条 管理者は、加入金を徴収するために納入通知書を発行する。 

 

（加入金徴収の特例） 

第６条 次の各号に掲げる場合は、加入金は徴収しない。 

(1) 開発行為及びミニ開発等で準備管とする場合 

(2) 貯水槽式建物で貯水槽以下装置に設置した市のメーター 

(3) 一時的な使用の場合（工事用水等で使用後、給水装置を撤去するもの） 

(4) 給水装置の改造工事で、旧メーターと同じ口径で改造工事をする場合 

(5) 市のメーターの口径を減径する改造工事の場合 

(6) その他管理者が特に必要があると認めた場合 

 

（加入金の還付） 

第７条 納入後の加入金は、次の各号に掲げる場合を除き還付しない。 

(1) 給水装置工事の承認を受けた者が、加入金を納めた後、当該工事の施工をしないで申込みを

取り消した場合 

(2) 設計変更その他の理由により、徴収すべき加入金の額が減少した場合 

(3) その他管理者が特に必要があると認めた場合 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年２月５日から施行する。 

（経過措置） 

２ 合併前の城島町において、給水装置が準備管の状態になっているものは、新設時に加入金を徴

収する。ただし、加入金が納入された実績が確認された場合は除く。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 



 
２０.久 留 米 市 企 業 局 加 入 金 取 扱 要 綱 の 解 説 

 
 

（趣 旨） 
第１条 この要綱は、久留米市水道条例（昭和３５年久留米市条例第１３号。以下「条例」

という。）第２９条に定める加入金の取扱について必要な事項を定めるものとする。

 

 
 
 
 
 
◆ 久留米市水道条例第２９条 

給水装置の工事を申し込む者は、当該工事後のメーターの別表第３左欄に掲げる口径の区分

に応じ、同表右欄に定める基準額に基づき算出した加入金の額を納付しなければならない。た

だし、当該工事に係る給水装置について当該工事前に既にメーターが設置されているときは、

当該工事前のメーターの別表第３左欄に掲げる口径の区分に応じ、同表右欄に定める基準額に

基づき算出した加入金の額を前段の加入金の額から差し引いた額を当該工事の申込みを行う者

が納付する加入金の額とする。 
２ 既納の加入金は還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。 

 
 

（定 義） 
第２条 この要綱において使用する用語の定義は、条例の例による。 
 

 
 
 
 
◆ 給水装置    給水のため施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結   
          する給水用具をいう。 
 
◆ 口  径    市の水道メーターに取り付けられた給水管の口径 
 
◆ 消費税等相当額 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に基づき消費税が課される金額に同法  

          に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に

基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額を

加えた金額をいう。この場合において、１円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。 
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（加入金の徴収基準） 
第３条 加入金は、給水装置工事の申込みを行う者から徴収するものとし、その徴収基準は

次の各号に定めるところによる。 
（１） 給水装置の新設工事 

ア 給水装置を新設する場合は、当該給水装置に設置する市のメーターの口径に応

じて、加入金を徴収する。 
イ 貯水槽方式建物を新設する場合は、当該貯水槽に接続する給水装置に設置した

市の親メーターの口径に応じて、加入金を徴収する。 
（２） 給水装置の改造工事  

ア 増 径 
    市のメーターの増径を伴う改造工事の場合は、新たに設置する市のメーター（以

下「新メーター」という。）の口径に係る加入金の額と、既に設置していた市のメ

ーター（以下「旧メーター」という。）の口径に係る加入金の額との差額を徴収す

る。 
  イ 統合による増径 
    既設の２個以上の給水装置を１個に統合する場合で、新メーターの口径に係る加

入金の額が、旧メーターの口径に係る加入金の合計額より大きいときは、差額を徴

収する。 
  ウ 分割による個数の増加 
    既設の１個の給水装置を同じ敷地内で２個以上の給水装置に分割し、市のメ

ーターの個数が増加する改造工事の場合（同時申込の場合に限る）で、新メーター

の口径に係る加入金の合計額が、旧メーターに係る加入金の額より大きいときは、

差額を徴収する。 
  エ 貯水槽の廃止による個数の増加 
    １個の市のメーターに接続する貯水槽により、２戸以上に給水しているものが、

当該貯水槽及び市のメーターを廃止し、各戸に市のメーターを設置する工事の場

合、新メーターの口径に係る加入金の合計額が、旧メーターに係る加入金の額より

大きいときは、差額を徴収する。 
２ 前項第２号の場合において、給水装置に接続するメーターを現認することができない

ときの取扱いは次のとおりとする。 
（１） 企業局が管理する台帳その他の記録及び現状等により、過去に市のメーターを設

置したことが確認できるときは、当該記録に基づき旧メーターの口径を認定する。

（２） 既設準備管は、メーターが設置されておらず給水装置の新設工事として取扱う。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆  加入金の徴収対象区域は、給水区域全てとする。ただし、給水区域外（分水協定等）であっ

ても市のメーターを設置する場合は加入金の徴収対象となる。 
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◆  給水装置工事の申請で、申請敷地内の既存メーター全てについて、加入金の権利を認めてそ

の差額が加入金として必要となる。ただし、既存分の権利額が高い場合の還付は行わない。（同

一敷地及び同時申請が原則） 
 
◆  同一敷地内で、同時に別申請（新設・改造・撤去）があった場合、敷地全体で加入金を調整

する。 
 
◆  新設・改造工事に伴い、撤去申請が必要な場合は撤去申請と同時申請を原則とする。（不要給

水装置の撤去申請の徹底を行う。） 
 
◆  移転等に伴い、加入金の権利を他の土地へ持ち越すことは認めない。なお、土地の売買等で

所有者が変わった場合は、新所有者に加入金の権利が移行したものとして取扱う。 
 
◆  貯水槽式共同住宅等を直結給水方式（直圧、増圧）に改造する場合の加入金の権利は親メー

ターのみであり、各戸に市のメーターが設置されていても、直結給水方式にすることにより新

たに加入金の徴収対象となる。但し平成２１年３月３１日までに申請された貯水槽方式共同住

宅等の既存建物を、平成２１年４月１日以降、改造工事により直結給水方式に変更する場合は、

各戸に設置されている市のメーターについては加入金の権利を認める。私設メーターの場合は

加入金の権利はないものとみなし徴収する（平成２１年４月１日以降の旧市内の申請について

は、水道番号２０万台を使用するため、２０万台未満の水道番号に適用する） 
 

◆  加入金は、給水装置工事の申請により徴収する。なお、その徴収基準日は申請受付日とする。

旧市内で平成２１年３月３１日までに申請されたものは加入金を徴収しない。 
  平成２１年４月１日以降に申請されたものについては、加入金を徴収する。 
 
◆  既存準備管の加入金の権利は認めない。ただし、城島・三潴地区において準備管で加入金を

徴収した物件については加入金の権利を認める。（本「加入金取扱要綱」施行前に、調査を行

い料金データ等に反映している） 
 
◆  撤去されたものは、加入金の権利は認めない。撤去とは、撤去申請された物件や不要給水管

として撤去され（職権撤去等）給水装置が存在しないもの（料金データで撤去されたもの）で

ある。 
 
◆  既存の申請図面や料金データ等で確認出来た物件について、加入金の権利を認める。また、

水道番号不明でも、現地で既存給水装置（メーターボックス等）が確認され、使用されていた

痕跡が確認出来れば、加入金の権利を認める。 
 
◆  既存で申請されているがメーターを出庫していない物件（料金データなし）でも、申請書等



で確認出来れば、加入金の権利を認める。 
 
◆  メーターが存在し、土地を分割した場合の加入金の権利は、給水管の取り出し部が存在する

方の土地を優先する。（土地の分割等による加入金権利の分割は認めない。） 
 
 

 （加入金の額） 
第４条 加入金の額（消費税等相当額を含む。）は、条例第２９条別表第３に定める額とす

る。 
 

 
 
 
 
 
◆ 加入金の額 
 

メーター口径 加入金の額（消費税等相当額を含む） 

13 ミリメートル 42,000 円 

20 ミリメートル 63,000 円 

25 ミリメートル 71,190 円 

40 ミリメートル 252,000 円 

50 ミリメートル 590,940 円 

75 ミリメートル 1,184,400 円 

100 ミリメートル 4,340,700 円 

150 ミリメートル 12,600,000 円 

200 ミリメートル以上 管理者が別途定める 

 
 
◆  本「加入金取扱要綱」以前、城島・三潴地区では異なる額の加入金を徴収していたが、本「加

入金取扱要綱」施行後は、統一されたメーター口径に対する加入金額が適用される。よって、

以前に異なる額で徴収された物件でも、新たに設定されたメーター口径別の額が適用される。 
 
 

 （加入金の納入） 
第５条 管理者は、加入金を徴収するために納入通知書を発行する。 
 

 
 
 
 
◆  加入金の納入通知書は、給水装置工事の申請者に対し、水道施設サービス課で発行する。ま

た、納入期限は調定日より３週間以内で運用する。（手数料と同時に発行） 
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（加入金徴収の特例） 
第６条 つぎの各号に掲げる場合は、加入金は徴収しない。 

（１） 開発行為及びミニ開発等で準備管とする場合 
（２） 貯水槽式建物で貯水槽以下装置に設置した市のメーター 
（３） 一時的な使用の場合（工事用水等で使用後、給水装置を撤去するもの） 
（４） 給水装置の改造工事で、旧メーターと同じ口径で改造工事をする場合 
（５） 市のメーターの口径を減径する改造工事の場合 
（６） その他管理者が特に必要があると認めた場合 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 準備管では、加入金の徴収対象としない。 

準備管の状態で加入金の徴収を求めないのは、現時点ではメーター口径が不明なためであり、

宅内工事が申請された時点で加入金を徴収する。 
 
◆ 貯水槽以下装置に設置したメーターについて 
   貯水槽式共同住宅等においては、親メーターのみ加入金を徴収する。貯水槽以下装置に設置

した市のメーターについては、加入金は徴収しない。 
 
◆ 一時的な使用の場合として想定されるものは 

・ 工事用水 
・ 解体工事 
・ イベント等の興行 
その使用が永続的になることのないように、撤去の申請を同時に提出させるように指導する。 

 
◆   既存の給水装置を一時的に工事用水等で使用する場合、既存のメーターを改造（φ40→φ20）

するケース（減径）が想定されるが、その場合に加入金の権利が減額となりお客様に不利益と

なる、これらのケースでは、既存給水装置からの支管分岐等により新設工事を指導する。（工

事用水等の一時使用のため加入金は発生しない。なお、同時に撤去申請が必要となる。） 

 
◆ メーターの個数や口径の変更を伴わない改造工事について 

給水装置の改造工事で、旧メーターの個数や口径の変更の無い場合は、加入金の徴収対象と

ならない。 
 
◆ メーター口径を減径した場合の加入金について 

メーター口径を減径する改造工事の場合は、加入金は徴収（還付なし）しない。 
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 （加入金の還付） 
第７条 納入後の加入金は、次の各号に掲げる場合を除き還付しない。 

（１） 給水装置工事の承認を受けた者が、加入金を納めた後、当該工事の施工をしな

いで申込みを取り消した場合 
（２） 設計変更その他の理由により、徴収すべき加入金の額が減少した場合 
（３） その他管理者が特に必要があると認めた場合 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆  徴収すべき加入金の額が減少する場合とは、申請後に計画変更等により取付メーターの個数

や口径が減少した場合などである。 
 
 

（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定め

る。 
 

 
 
 
 
 
◆ 水道番号について 

平成２１年４月１日より、新規水道番号を旧久留米市は２０万台を採用する。また、城島２

５万台、三潴２６万台とする。（城島・三潴地区はメーター形状が違うため。） 
 
 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成１７年２月５日から施行する。 
（経過措置） 
２ 合併前の城島町において、給水装置が準備管の状態になっているものは、新設時に加

入金を徴収する。ただし、加入金が納入された実績が確認された場合は除く。 
附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
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水サ 09.01.09 

加入金の免除について 

 

久留米市企業局加入金取扱要綱（加入金徴収の特例）第６条「管理者が特に必要が

あると認めた場合」の取扱については、下記のとおりとする。 

 

 

◆ 管理者が特別に必要があると認めた場合とは 

（1） 公共事業等の移転補償に於いて、加入金制度導入以前に移転補償が完了し、加

入金に関して補償が行われていない物件について、追加補償が困難な場合につ

き、期間を限定し免除を行うものとする。 

 

（2） 企業局の都合により、加入金を免除する必要が生じた場合。 

 

 



21.浄・活水器等の設置基準の解説
１）目   的

     近年、水道水の浄化、健康志向等を目的に、浄・活水器が設置される事例が増加している。しかし、給

  水装置に浄・活水器を設置した場合、配管の状況や使用状態等によっては、建物内の給水装置のみな

  らず直結する配水管や、メータの維持管理に悪影響を及ぼすことがある。

    こうした問題に対処するため、（１）給水装置に設置する浄・活水器の設置基準 （２）浄・活水器を設置し

  た際の水質及び維持管理責任分界点等の必要事項を定める。

２）浄・活水器の定義

    浄・活水器は、浄水器、活水器の他、これらを組み合わせた器具や水道水の水質を化学的、物理的に

  変化させる器具のことをいい、次の器具も含むものとする。

 （１）水を電気分解することにより、電解水（アルカリイオン水、酸性水等）を生成する器具（アルカリイオン整

     水器）。

 （２）特別な媒体（ミネラル材：カルシウム、マグネシウム等）を使用して、水道水に変化を付ける器具（ミネラル

     水生成器）。

 （３）防錆又はスケール防止を主目的とした磁気式、電子式等の水処理装置。

３）浄・活水器の分類

    Ⅰ型の浄・活水器は、厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質基準に関する省令」（以下、「省令」と

  する。）の性能基準に適合する製品を使用すること。また、設置形態がⅡ型であっても、浄・活水器と水栓が

  一体として製造販売されているものは、Ⅰ型の浄・活水器に該当するものとする。

４）浄・活水器の設置基準

    浄・活水器の中には、水道水中の遊離残留塩素を水道法施行規則に定める基準値（０．１mg/㍑）以下の

  濃度まで除去するものがある。このような浄・活水器においては使用状態によって、浄・活水器以降に細菌

  等が繁殖し、水道水が汚染される恐れがある。したがって、設置に当たっては、その器具の性能や適正な

  維持管理を理解した上で行わなければならない。

 （１） 浄・活水器は、「性能基準」の適合性が証明された製品を設置しなければならない。

       性能基準に適合するものとして、第三者認証品と自己認証品がある。①第三者認証機関として、（社）

     日本水道協会、（財）日本燃焼機器検査協会、（財）電気安全環境研究所、（財）日本ガス協会機器検

     査協会があり、これらの機関の証明・認証した製品。②自己認証品については、自らの責任において性

     能準を証明する製品。これらの方法で認証された製品を設置しなければならない。

 （２） 浄・活水器は、水道水の水質を変化させるため、メータの下流側に設置するものとする。

 （３） 浄・活水器は、定期的（計量法で8年に一度）にメータ取替えを行う際、支障をきたすためメータボックス

     内に設置してはならない。

 （４） 増圧装置上流側に設置した場合、浄・活水器による水質の変化による装置の故障を招く恐れや、器具

     の設置によって損失水頭が大きくなり過大なポンプを設置しなければならなくなるため増圧ポンプの上

     流側に設置してはならない。

 （５） 逆止弁及び止水栓の設置（Ⅰ型の場合）

      浄・活水器は、水道水の水質を変化させるものである。水質変化した水が、逆流しないように逆流防止

    措置が必要である。逆止弁は、維持管理できるように設置すること。また、省令に定める逆流防止性能基

    準に適合する製品を使用すること。ただし、省令に定める逆流防止性能基準を有する逆止弁内蔵型もし

    くは日本水道協会規格「浄水器JWWA S 102）」においては設置を省略することができる。また、制水を目

    的として止水栓を設けること。

 （６） 直圧の給水栓の設置（Ⅰ型の場合）

      浄・活水器の上流側の「直圧給水栓」は、水質異常時の水質検査用及び定期点検時等の一次対策用

    に利用する給水栓である。また、この給水栓はメータ取替え作業完了後や配水管断水作業後に空気及

    び濁水排出に利用する。集合住宅の場合、この「直結給水栓」は、浄・活水器上流側に設置されている

      共用栓を兼ねることができる。ただし、共用栓は、水栓柱などの地上に露出した給水栓に限る。

資－86









２２.増圧装置の設置場所及び維持管理用バルブの設置の解説
１）目   的

     近年、 直結増圧装置（以下、「増圧装置」という）を設置する物件が増加している中で、建物や増圧装置の

  　管理形態も多様化している。管理形態の多様化に伴い、建物管理人の不在や増圧装置の設置場所への施

  　錠等を行う需要家が増加している。これらの需要家について、緊急時に水道事業者が増圧装置を扱うことが

　　できない為、増圧装置の警報ブザーの解除作業が行えないことや、建物内への濁水等の引込み、異物引込

　　みによる増圧装置の故障などの事故が多発している。

　　　今回、水道事業者の判断において維持管理の為に操作できるバルブを設置することで、緊急時、管理人

　　不在や増圧装置設置場所への施錠がある時においても、増圧装置の警報の発生をなくし、これらの事故を

　　未然に防止することを目的とする。

２)設置場所及び維持管理用バルブの設置基準

 （１）現在設置されている増圧装置の殆どはステンレス製のポンプカバーを装備した屋外設置型（以下、「増圧

　　　装置ユニット」という）であり、屋外に設置することで水道事業者も増圧装置の状態を容易に確認することが

　　　できるようになる。

　　　　

 （２）現在、増圧装置ユニットを屋内に設置する場合、階段下の機械室等に設置し、機械室を施錠する事例が

　　　多い。施錠された場合、管理形態の多様化で鍵の所有者を探し出すのが困難な上、鍵の所有者自体も

　　　管理する鍵が多すぎて把握できていない状況である。また、建物自体の売買により所有者や建物の管理

　　　委託先が変更され、鍵の所有者自体を把握することが困難である。

　　　　この状況の中で、緊急時に水道事業者が鍵の所有者を探し出すことが容易ではなく、機械室等を開錠

　　　することができない。その為、増圧装置の状態の確認や警報装置の解除を行うことが困難である。

　　　　これらの事故を未然に防止する為に、建物の設計段階で増圧装置ユニット設置場所への施錠の有無を

　　　確認し、施錠する恐れがある場合は、施錠しても開閉操作に支障がない場所に水道事業者が緊急時に確

　　　実に扱うことができる維持管理用バルブを設置することが必要である。

 （３）維持管理用バルブの配管上の設置位置について、増圧装置ユニットに誤警報を出させない為には、吸込

　　　側及び吐出側配管の各分岐部前後にバルブを設置し開閉する必要がある。この時、増圧装置ユニット内の

　　　吸込側及び吐出側にボールバルブが付いているが、緊急時に操作できない恐れがあるため、このバルブと

　　　は別に設置する必要がある。

 （４）維持管理用バルブについて、埋設での設置を基本とする。やむを得ず屋外露出部につける場合は悪戯

　　　防止の措置を講じること。
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